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《 表 紙 》

～未来へつなぐ あだちプロジェクト～ 

次代の担い手である子どもたちが生き抜く力を育み、未来へたくましく羽ばたけるよ

う、施策を通じて応援していくというメッセージを込めています。 

 

【 ロ ゴ 】 

大人と子どもが一緒になり、幹（未来）をつくり、その幹（未来）に色とりどりの花

（輝く人生）が咲いていくイメージをロゴにしました。



 

 

 

「未来へつなぐ あだちプロジェクト」 

 

見えてきた負の相関 

当区ではこれまで、治安・子どもの学力・健康寿命の短さ・貧困の連鎖の４つを区のボトル

ネック的課題、つまりこれを克服しない限り、区内外から正当な評価が得られない抜本的な課

題と位置付け、取組みを進めてきました。 

 お陰様で区内の刑法犯認知件数は、ピークであった平成１３年当時と比較して約６割減少し

ました。さらに、子どもの学力も特に小学校では対策の効果が如実に現れ、健康寿命の増進に

関しても糖尿病対策に特化した幅広い取組みを進めるなど、一定の成果が上がり始めました。

この３つの課題に取り組む中で明らかになってきたのは、それぞれの課題が独立して存在する

のではなく、その根本に横たわる「貧困の連鎖」が共通の原因となって、負のスパイラルが描

かれている相関の実態です。 

 申すまでもなく、貧困対策、特に貧困の連鎖を断つためには庁内はもとより、関係諸団体が

連携を密に、切れ目なく、かつ早め早めに手を打つことが求められます。これまで様々な所管

で別々に実施していた事業を、「未来へつなぐ あだちプロジェクト」として取りまとめ、施策

や事業の全体像を明らかにすることで、縦割りの弊害に陥ることなく、対策を推進していく体

制作りが整ったと考えます。 

 

活力ある未来に避けては通れない道 

 国によると、現在６人に一人の子どもが貧困状態にあり、週に一人の割合で虐待もしくは虐

待が疑われる理由で命を落としていると報告されています。しかし残念ながら、こうした厳し

い現実をすべての人々が認識しているわけではありません。「今どうして行政が子どもの貧困

対策を？」との声をよく耳にすることがその一つの証です。人口減少・超高齢社会が急速に進

行している今、未来を担う子どもたちが真に自立して、自らの人生を切り開いていく力を身に

つけられるかどうかで、足立の未来は大きく変わってきます。一人でも多くの皆様に、施策の

重要性、緊急性をご理解いただけるよう情報発信していくことも重要です。 

 

 計画策定はあくまで第一歩。成果が目に見えてくるには、まだまだ時間を要するとは思いま

すが、着実に粘り強く、かつ戦略的対策を打ち続けることが、何よりの近道です。当区が活力

にあふれ前進し続けるためにも、本プロジェクトは避けては通れない道筋なのです。 

 

足立区長 近藤やよい 
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第１章 足立区の子どもの貧困対策の基本理念と取組み姿勢 

 

１ 基本理念 

（１） 全ての子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、自分の将来に希望を

持てる地域社会の実現を目指します。 

（２） 次代の担い手である子どもたちが「生き抜く力」を身につけることで、自分の人生

を自ら切り開き、貧困の連鎖に陥ることなく社会で自立していくことを目指します。 

（３） 子どもの貧困を家庭の経済的な困窮だけでなく、地域社会における孤立や健康上の

問題など、個々の家庭を取り巻く成育環境全般にわたる複合的な課題と捉え、その解

決や予防に向けて取り組んでいきます。 

 

２ 取組み姿勢 

（１）  全庁的な取組み 

子どもの貧困対策に全庁を挙げて取り組み、横断的・総合的に施策を推進し、貧 

困が世代を超えて連鎖することがないよう、必要な環境整備を図っていきます。 

（２） 予防・連鎖を断つ 

住民に最も身近な地方自治体として、子どもの貧困対策を「救う・予防する・連 

鎖を断つ」の３つの観点から整理し、特に「予防する、連鎖を断つ」に主眼を置い 

て、真に必要な施策に集中的・重点的に取り組んでいきます。 

（３） 早期かつきめ細やかな施策の実施 

子どもの貧困の実態把握に努め、子どものライフステージに沿って早期かつきめ 

細やかな施策を実施するとともに、積極的に情報提供を行い、それら施策を必要と 

する家庭や子どもが確実に利用できるよう、取り組んでいきます。 

（４） 学校をプラットフォームに 

学校を子どもの貧困対策の「プラットフォーム」と位置付け、子どもの成長・発 

達段階に合わせた、切れ目のない施策を推進していきます。 

（５） リスクの高い家庭への支援 

子どもの健全な成育環境を担保するため、貧困に陥るリスクの高い家庭への重点 

的支援を推進していきます。 

（６） ＮＰＯ等との連携 

子どもの貧困対策に取り組む民間・ＮＰＯ・地域等に対して様々な支援を行うと 

ともに、団体間の横断的連携の強化を図っていきます。 

（７） 国、都等への働きかけ 

国、都、関係機関に対して、あらゆる機会を捉えて政策や予算の要望、連携の強 

化を求めていきます。
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第２章 足立区子どもの貧困対策実施計画 

～未来へつなぐ あだちプロジェクト～ 
 

１ 経緯・経過 

足立区では、区の４つのボトルネック的課題（「治安・学力・健康・貧困の連鎖」）の１

つである「貧困の連鎖」については、貧困それ自体よりむしろ、親・子・孫と世代が変わ

っても貧困状態から脱却できないことが根深い問題であると認識し、その解決に努めてき

ましたが、全庁的な取組みには至っていませんでした。 

そのようななか、国は平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施

行、８月には「子供の貧困対策に関する大綱」を制定し、子どもの貧困対策に取り組んで

いく姿勢を示しました。これを契機に足立区においても本格的な取組みに着手するため、

平成２６年８月に「子どもの貧困対策本部」を設置し、平成２７年度には子どもの貧困対

策に関する６つの新規事業と３つの拡充事業を実施するとともに、平成２７年９月までに

子どもの貧困対策についての実施計画を策定することとしました。 

更に、全庁的な取組みの強化を図るため、平成２７年度を「子どもの貧困対策元年」と

位置付け、専管組織である「子どもの貧困対策担当部」を設置するとともに、対策本部を

再編。学識経験者を招へいした検討会議を開催するなど、実施計画策定に向けて、子ども

の貧困対策の基本理念、方針、指標等について様々な視点から検討・研究を進めてまいり

ました。 

 

２ 計画体系 

実施計画策定にあたっては、足立区の子どもを取り巻く社会環境等の現状と課題を分析

するとともに、国が「子供の貧困対策に関する大綱」で定める当面の重点施策を参照しつ

つ、計画の体系を「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」の３つに大別しまし

た。 

３つの柱立てごとに施策を構築し、そのなかで「子ども」に視点を置いた区でなければ

できない具体的な施策を体系化していきます。  

また、独自に指標を設定し、これに基づき施策の実施状況や効果等を検証し、必要に応

じて見直しや改善を図っていきます。  

 

３ 計画期間  

「子供の貧困対策に関する大綱」が当面５年間（平成２６年８月から平成３１年８月）

に政府が取り組むべき重点施策を中心に策定されたことに合わせ、本計画についても、

平成２７年度から平成３１年度までの５年間を計画期間とします。ただし、中長期的な

課題についても視野に入れ、継続的に取り組むこととします。
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第３章 足立区の子どもを取り巻く現状 

 

１ 足立区の人口推計（高齢化・年齢別人口の推計） 

少子高齢化が今後も加速し続け、社会保障制度は「騎馬戦型」から「肩車型」へと変化

する人口構成が予想されています。  

  

総人口 ６７４，１１１人 総人口 ６１６，５２１人 

平成２７年の人口構成（27.1.1） 平成５７年の人口推計（57.1.1） 

（基本構想担当課作成） 

 

２ １８歳未満の人口と１８歳未満の生活保護受給者数 

区内の１８歳未満の人口は、平成１２年以降ほぼ横ばいですが、平成２６年の１８歳未

満の生活保護受給者数は平成１２年の１．４倍を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （生活保護指導課調べ） 
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３ 児童扶養手当及び特別児童扶養手当受給者数 

区内の児童扶養手当受給者数（世帯）は、２０年前（平成６年）に比べ１．８倍に増加

しています（平成６年：3,860人、平成２６年：7,133人）。 

 

 

 

（親子支援課調べ） 

４ 就学援助率 

区内の就学援助率は、小・中学校ともに国や都の平均値を大きく上回っており、小・中

学校全体の平均は国の平均の２.４倍となっています（平成２５年度）。 

 

（学務課調べ） 

＊児童扶養手当：離婚や死別等により、18歳年度末までの児童（中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児 

童を含む）を養育するひとり親または養育者に支給される手当でH22年8月父子家庭にも支給対象が拡大 

＊特別児童扶養手当：「愛の手帳」1から3度程度、「身体障害者手帳」1から3級程度の状態にある20歳未満 

の児童の養育者に支給される手当  

＊就学援助：経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費等の必要な費用を援助する制度 

＊国平均及び都平均（H19以降）は文部科学省よりデータ提供 H25まで 

＊就学援助の認定基準は各自治体により異なる。 

人 

％ 
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５ 全国学力・学習状況調査での平均正答率と全国平均との差 

小学校では、平成２６年度に初めて足立区平均が全国平均を上回り、平成２７年度には

４教科中３教科で全国平均を上回りました。一方、中学校では全教科で全国平均を下回っ

ていますが、４教科中３教科で全国平均との差を少しずつ縮めています。 

 

【 全国学力・学習状況調査の平均正答率と全国平均との差 】 

 

平均正答率（小学校６年生）      単位：％   全国平均との差 

年度 対 象 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 

Ｈ２１

（参考） 

足立区 68.1 48.5 77.1 53.1 

東京都 71.6 53.6 79.7 58.7 

全 国 69.9 50.5 78.7 54.8 

Ｈ２６ 

足立区 75.4 55.5 79.4 57.8 

東京都 75.5 57.2 79.4 61.2 

全 国 72.9 55.5 78.1 58.2 

Ｈ２７ 

足立区 71.1 65.2 76.9 45.1 

東京都 72.3 66.5 77.4 47.8 

全 国 70.0 65.4 75.2 45.0 

＊足立区の太字の数値は全国平均を上回ったもの 

 

 

平均正答率（中学校３年生）      単位：％   全国平均との差 

年度 対 象 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 

Ｈ２１

（参考） 

足立区 73.4 69.2 57.7 51.2 

東京都 77.0 73.8 62.6 56.8 

全 国 77.0 74.5 62.7 56.9 

Ｈ２６ 

足立区 77.3 47.5 63.4 55.1 

東京都 80.7 53.2 68.8 61.8 

全 国 79.4 51.0 67.4 59.8 

Ｈ２７ 

足立区 73.6 62.4 61.6 38.4 

東京都 77.2 67.0 66.3 44.0 

全 国 75.8 65.8 64.4 41.6 

＊問題Ａ：主として「知識」に関する問題 

＊問題Ｂ：主として「活用」に関する問題 

 

（文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 

 

 

 

-3

-2

-1

±0

+1

+2

+3

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

足立区平均正答率と全国平均との差の推移

Ｈ２１（参考） Ｈ２６ Ｈ２７

 

-6
-5
-4
-3
-2
-1
±0
+1

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

足立区平均正答率と全国平均との差の推移

Ｈ２１（参考） Ｈ２６ Ｈ２７

単位：ﾎﾟｲﾝﾄ 

単位：ﾎﾟｲﾝﾄ 
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６ 基礎学力を身につけている児童・生徒の割合等（区の調査） 

小学校の通過率は２教科とも年々上昇し、平成２６年度以後は７０％を超えています。 

中学校の平成２７年度の通過率は、国語科、英語科は平成２６年度より低下しましたが、 

平成２５年度と比較すると３教科とも上昇しています。 

 

 

足立区小学校全体 

 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

目標値 全国値 平均正答率 通過率 目標値 全国値 平均正答率 通過率 目標値 全国値 平均正答率 通過率 

国 語 70.6 73.7 75.6 68.9 70.5 73.0 76.1 71.2 71.2 73.0 78.2 75.8 

算 数 71.8 74.9 76.9 70.3 71.7 74.7 80.8 77.7 73.5 75.7 82.6 79.5 

足立区中学校全体 

 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

目標値 全国値 平均正答率 通過率 目標値 全国値 平均正答率 通過率 目標値 全国値 平均正答率 通過率 

国 語 61.8 63.1 63.1 56.8 65.8 69.3 68.2 62.3 65.8 66.6 67.2 57.5 

数 学 63.8 64.8 61.1 48.9 60.9 61.7 61.4 54.8 62.7 63.6 64.4 56.4 

英 語 61.6 63.5 57.7 45.7 59.6 60.0 58.9 51.0 62.9 64.1 60.4 48.9 

（足立区教育委員会「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」） 

７ 区立小・中学校の不登校児童・生徒数 

不登校児童・生徒数は、小・中学校ともに増加傾向であり、平成１６年度に比べて、平

成２６年度には倍以上となっています。 

 
＊不登校の定義：30日以上欠席した長期欠席児童・生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的 

要因・背景により、児童・生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあることをいう（ただし、病気 

や経済的な理由によるものを除く）。 

（東京都教育委員会「児童・生徒の問題行動等の実態について」） 

人 

＊目標値：本調査において、前年度の基礎的な内容が定着していれば正答できると期待される値(目標正答率） 
＊全国値：本調査と同一の調査を行った全国の対象者の平均値 
＊正答率：出題数中何問正解したかの割合（正答数÷出題数×100（％）） 
＊通過率：目標値以上の正答があった児童・生徒の割合（目標値以上の児童・生徒数÷受検者数×100（％）） 
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８ 区内都立高校中途退学者数とその内訳 

区内都立高校中途退学者数は減少傾向ですが、２３区の中では突出しています。定時制

及び全日制専門学科の中途退学者の割合が高いのが特徴となっています。 

 

 

校 種 校数 
中途退学者数（人） 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

全日制 
普通科 7校 269 207 192 189 146 120 117 88 92 93 

専門学科 2校 64 55 80 51 40 57 39 59 90 46 

定時制 
普通科 2校 112 129 106 107 97 99 98 95 91 51 

専門学科 2校 57 31 49 61 66 49 60 68 41 20 

合 計 502 422 427 408 349 325 314 310 314 210 

    ＊区内にある都立高校でのデータであり、中途退学者には区外からの通学者も含む。 

    ＊全日制専門学科は工業科と商業科、定時制専門学科は商業科。 

 

（東京都教育委員会「児童・生徒の問題行動等の実態について」） 
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９ 早期（満３７週未満）に産まれた子どもの割合 

早期（満３７週未満）に産まれた子どもは、成長のうえでリスクがある※とされていま

す。規則正しい日常生活、適切な栄養摂取、禁煙・喫煙の指導等、妊婦への丁寧な支援に

より、正期産（満３７週～満４２週未満）に導くことができるとされています。 

＊平成２４年度厚生労働科学研究費補助金による研究事業「低出生体重児保健指導マニュアル」(発行:大阪府立母子

保健総合医療センター企画調査部佐藤拓代)では、早産に多い低出生体重児について、「在胎期間別にみるとより未

熟な在胎期間で出生した児ほど高率に発育が遅れる」、正期産に近い早産であっても「発達の遅れや神経学的異常の

発生率が正期産児より高い」とされています。 

 

【 早期（満３７週未満）に産まれた子どもの割合 】 

    H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

足
立
区 

早期(満37週未満)

に産まれた割合 
5.5% 5.9% 6.0% 5.8% 5.5% 5.7% 6.0% 

総出生数 5,495 5,600 5,503 5,466 5,498 5,358 5,324 

早期(満37週未満)

出生数 
300 332 328 318 300 306 319 

東
京
都 

早期(満37週未満)

に産まれた割合 
5.6% 5.6% 5.4% 5.5% 5.5% 5.4% － 

総出生数 106,015 106,613 108,135 106,027 107,401 109,986 － 

早期(満37週未満)

出生数 
5,926 5,918 5,875 5,821 5,938 5,930 － 

＊H26はＨ27.12.1現在 

(衛生管理課調べ） 

 

10 区内の児童虐待相談件数 

児童虐待受理件数、児童虐待相談件数ともに年々増加しています。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （こども支援担当課調べ） 

件 
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11-1 歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子どもの割合 

むし歯の判定を受ける子どもの割合は、減少傾向にはありますが、東京都平均、特別

区平均に比べるとまだまだ高い傾向にあります（平成26年43.71％）。 

 
（学校保健統計書） 

 
 

11-2 歯科健診で未処置のむし歯がある子どもの割合 

未処置のむし歯がある子どもの割合は、減少傾向にはありますが、東京都平均、特別

区平均に比べると依然高く、特別区中で最も高い状況にあります。 

 

（学校保健統計書） 

％ 

％ 
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《参考》 

「子どもの貧困率」について 

貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）を下回る子どもの割合を、「子どもの貧困率」といい

ます。平成２５年度国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、日本の子どもの貧困率は16.3％

で、およそ６人に１人の子どもが平均的な生活水準の半分以下で暮らしているとしています。 

《全国》貧困率の状況 

 平成9年 平成12年 平成１5年 平成18年 平成21年 平成24年 

相対的貧困率 14.6% 15.3% 14.9% 15.7% 16.0% 16.1% 

子どもの貧困率 13.4% 14.5% 13.7% 14.2% 15.7% 16.3% 

子どもがいる現役世帯 12.2% 13.1% 12.5% 12.2% 14.6% 15.1% 

 大人が1人 63.1% 58.2% 58.7% 54.3% 50.8% 54.6% 

大人が2人以上 10.8% 11.5% 10.5% 10.2% 12.7% 12.4% 

貧困線（名目値） 149万円 137万円 130万円 127万円 125万円 122万円 

（平成25年度国民生活基礎調査 抜粋） 

＊等価可処分所得とは世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入をいう）を世帯員

の平方根で割った値をいう。 

＊大人とは18歳以上の者、子どもは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。 
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第４章 子どもの貧困対策の施策の柱立てと指標 

 

１ 施策の柱立て～「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」～ 

貧困の連鎖を断ち切るためには、世帯の所得や家庭環境に関わらず、自分の将来を切り

開くための「生き抜く力」を身につけることが重要です。このため、第一の柱立てとして

「教育・学び」を設定しました。  

また、子どもたちが「生き抜く力」を身につけるためには、最低限の経済基盤が保障さ

れたなか、正しい生活習慣のもと身体的・精神的に安定して生活することが重要です。こ

のため、第二の柱立てとして「健康・生活」を設定しました。 

更に現状の把握や施策の進行管理、支援とニーズのミスマッチの確認を随時行い、適切

な支援をしていくことが重要です。そのためには、支援を行っていく職員一人ひとりが、

子どもの貧困問題に対して危機感をもって真摯に取り組むよう、職員の意識啓発に努める

一方、国や都に対して施策の要望を行うとともに、広く情報共有を図っていくことが必要

となります。また、子どもの貧困対策は行政機関だけでは解決することは出来ません。地

域、ＮＰＯ、民間団体等と連携・協働して取り組む体制を作っていく必要があります。こ

のため、第三の柱立てとして「推進体制の構築」を設定しました。 

これら３つの柱立ては、各々独立したものではなく互いに相関し合う関係であり、柱立

てに基づき実施される施策は、互いに連携・連動し、相乗効果を生むことを想定していま

す。 

 

２ 柱立てと施策 

柱立て１ 教育・学び 
学校を「プラットフォーム」と位置付け、教育による学力の定着、相談体制や関係機関

との連携を含めた学びの環境整備、居場所の確保を図ることで、総合的な子どもの貧困対

策を進めていきます。 

 

柱立て２ 健康・生活 
子どもの貧困の「シグナル」を早期に発見し、適切な支援を行うため、妊娠期から切れ

目なく対策を実施していきます。また、貧困のリスクとなる健康格差について、必要な是

正を図るとともに、子育て世帯の保護者や高校中途退学者などの若者が孤立せず、社会的

に自立できるよう支援していきます。 

 

柱立て３ 推進体制の構築 
必要なサービスを、必要とする方に着実に届けるため、「つなぐ」シートの活用により、

相談機能の連携強化を推進します。また、家庭の生活実態を継続調査により把握し、対策

の効果を分析しながら、本計画の見直しに生かしていきます。更に他自治体との連携を進

め、国・都への要望や依頼について積極的に活動するとともに、職員をはじめ、地域やＮ
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ＰＯ、民間企業などに啓発事業を実施し、子どもの貧困対策の担い手の育成を図りつつ、

一体となって取り組んでまいります。加えて、子どもの貧困対策に貢献したいと考えてい

る企業と現場で活動をしているＮＰＯ団体等の支援団体とのマッチングを積極的に行うこ

とで連携体制の構築や強化を図り、より効果的で相乗効果を生むような支援活動を進めて

いきます。 

上記３つの柱立てのもと以下のとおり施策を設定しました。 

 

《 柱立て１ 教育・学び 》 

  【施策１】学力・体験支援（関連ページ Ｐ２３）  

全ての子どもたちが家庭環境や経済状況に左右されることなく、自分の能 

力・可能性を伸ばし、夢に挑戦できるよう、基礎的・基本的な学力の定着に 

向けた取組みを進めるとともに、自然や地域文化に親しむ体験活動や異世代 

交流を通じて、学びの意欲向上を図ります。 

 

【施策２】学びの環境支援（関連ページ Ｐ２７） 

全ての子どもたちが安心して教育を受けられるよう、学校をプラットフォ 

ームとした相談体制の充実や関係機関との連携により支援強化を図るととも 

に、就学援助等による就学支援、奨学金等による高校進学支援など、学びの環 

境を整えていきます。 

 

【施策３】子どもの居場所づくり（関連ページ Ｐ３１） 

学習習慣の定着と学習意欲の向上を図るため、家庭での学習が困難な子ど 

もたちに学習の場所を提供します。また、就労等により保護者が不在の家庭 

の子どもが放課後等に安心して過ごせるよう、遊びや交流の場を確保し、多 

様な子どもの居場所づくりを推進していきます。 

 

【施策４】キャリア形成支援（関連ページ Ｐ３５） 
社会人・職業人への円滑な移行のために、高校生のキャリア教育を促進しま 

す。また、高校の中途退学を防止するために東京都との連携を強化し、情報交 

換等を行うとともに、中途退学者が無業者やフリーター等にならず、自立し 

た生活を送ることができるよう、学び直しや就労等の支援機関を案内します。 

 

《 柱立て２ 健康・生活 》 

【施策１】親子に対する養育支援（関連ページ Ｐ３９） 

子育て世帯が孤立することなく子どもを養育できるよう、妊娠届け時から 

支援を要する世帯を把握し、関係機関と連携して効果的な対策を実施します。 

また、親子のふれあいを深める事業などのソフト面だけでなく、保育施設整 

備などのハード面についても親子を支援していきます。 
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  【施策２】幼児に対する発育支援（関連ページ Ｐ４５） 

就学前は、子どもの健やかな発育の基盤となる時期です。円滑に小学校教育  

に移行できるよう就学前教育の充実を図っていきます。また、食や生活の正 

しい習慣の定着と総合的な発達課題の早期発見と適切な対応を図ります。 

 

【施策３】若年者に対する就労支援（関連ページ Ｐ４９） 

学校との関係が希薄となった高校中途退学者、高校を卒業したものの無業 

や不安定就労にある者、青年期・成人期の発達障がい者などの若年者に対し、 

学び直しや就労を支援することで、社会的な自立を促します。 

 

【施策４】保護者に対する生活支援（関連ページ Ｐ５１） 

保護者に対し、生活状況に応じた給付事業などの支援を行うとともに、社会 

的孤立等に陥らないよう、「つなぐ」シートを活用する等により相談機能の連 

携を強化していきます。貧困率が５０％を超えるとされているひとり親家庭 

に対しては、専門的技能の修得により正規雇用につなげる支援や精神的負担 

を軽減するための居場所づくりなど重点的に取り組みます。 

 

《 柱立て３ 推進体制の構築 》（関連ページ Ｐ５６） 

 

 

３ 子どもの貧困に関する指標 

本計画では、計画の実効性を担保するため、子どもの貧困に関する２４の指標を設定

し、その数値変化を確認することで、状況を把握するとともに、施策の実施状況や効果を

検証し、必要に応じて見直しや改善を図っていきます。 

子どもの貧困の要因とそこから生じている課題は、教育機会の確保や生活環境の安定、

保護者の就労など多岐にわたり、かつそれらが複雑に絡み合っていることから、各々の指

標に対して目標数値を設定することは現時点では、困難だと考えています。  

ただし、個別事業単位では、目標数値を設定していきます。 
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子どもの貧困に関する指標 一覧 

 

＊指標【 】内について 【↑】・・・増加（逓増）目標 【↓】・・・減少（逓減）目標 

 
指 標 名 区の現状 参考値 

1 

「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の児

童・生徒の通過率【↑】 
■小学校  

国語75.8％ 

算数79.5％ 

■中学校 

国語57.5％ 

算数56.4％ 

英語48.9％ 

（H27年度） 

－ 

【データ】足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査） 

【対 象】区立小学校２年生～６年生・中学校 全学年 

【期 間】毎年 

【目 的】小・中学校の児童・生徒の基礎学力の定着度を計る 

＊通過率：目標値（Ｐ６参照）以上の正答があった児童・生徒の割合 

    

2 

「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の就

学援助（要保護、準要保護）受給世帯の児童・生徒の通過率【↑】 

データ無し 

今後集計予定 
－ 

【データ】  

【対 象】区立小学校２年生～６年生・中学校 全学年 

【期 間】毎年 

【目 的】就学援助受給世帯の児童・生徒の基礎学力定着度を計る 

＊通過率：目標値（Ｐ６参照）以上の正答があった児童・生徒の割合 

    

3 

「全国学力・学習状況調査」の児童・生徒の平均正答率【↑】  

 

■小学校  

国語A 71.1％ 

国語B 65.2％ 

算数A 76.9％ 

算数B 45.1％ 

■中学校 

国語A 73.6％ 

国語B 62.4％ 

数学A 61.6％ 

数学B 38.4％ 

（H27年度） 

【全国】 

 

■小学校  

国語A 70.0％ 

国語B 65.4％ 

算数A 75.2％ 

算数B 45.0％ 

■中学校 

国語A 75.8％ 

国語B 65.8％ 

数学A 64.4％ 

数学B 41.6％ 

（H27年度） 

【データ】全国学力・学習状況調査 

【対 象】区立小学校６年生・中学校３年生  

【期 間】毎年 

【目 的】小・中学校の児童・生徒の学力を計る 
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 指 標 名 区の現状 参考値 

4 

「全国学力・学習状況調査」の就学援助（要保護、準要保護）受給

世帯の児童・生徒の平均正答率【↑】 

データ無し 

今後集計予定 
－ 

【データ】  

【対 象】区立小学校６年生・中学校３年生（抽出） 

【期 間】毎年 

【目 的】就学援助受給世帯の児童・生徒の学力を計る 

    

5 

「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の正

答率80％（高得点層）の児童・生徒、40％（低得点層）の児童・

生徒の割合【高得点層↑、低得点層↓】 

 

■小学校  

80％以上62.1％ 

40％未満3.0％ 

 

■中学校 

80％以上28％ 

40％未満14.5％ 

 

（H27年度） 

－ 

【データ】足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査） 

【対 象】区立小学校２年生～６年生・中学校 全学年 

【期 間】毎年 

【目 的】小・中学校の児童・生徒の基礎学力の分布状況を把握する 

    

6 

「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習意識調査）」の「自

分にはよいところがあると思う」の質問に肯定的に回答した児童・

生徒の割合【↑】 

 

 

小学2年～6年 

71.9％ 

中学1年～3年 

60.9％ 

 

 

（H27年度） 

－ 
【データ】足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習意識調査） 

【対 象】区立小学校２年生～６年生・中学校 全学年 

【期 間】毎年 

【目 的】小・中学校の児童・生徒の自己肯定感を計る 

    

7 

区立中学校の高校進学率及び進路内訳（全日制、定時制、通信制、

その他の進学率）【↑】 

 

 

高校進学率

97.4％ 

全日制91.4％ 

定時制4.9％ 

通信制1.6％ 

その他2.1％ 

（H26.3） 

【23区】 

 

高校進学率 

98.5％ 

全日制94.5％ 

定時制3.0％ 

通信制1.1％ 

その他1.3％ 

（H26.3） 

【データ】公立学校統計調査、学校基本調査  

【対 象】区立中学校３年生 

【期 間】毎年 

【目 的】将来の所得を大きく左右する高校進学率を把握する 
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 指 標 名 区の現状 参考値 

8 

生活保護世帯の子どもの高校等進学率及び進路内訳（全日制、定

時制、通信制、その他の進学率）【↑】 

 

高校進学率 

93.6％ 

全日制66.4％ 

定時制25.5％ 

通信制3.6％ 

その他4.5％ 

（H27.4） 

【区立中学校】

高校進学率 

97.4％ 

全日制91.4％ 

定時制4.9％ 

通信制1.6％ 

その他2.1％ 

（H26.3） 

【データ】高校進学・就学継続支援プログラムによる調査  

【対 象】生活保護受給世帯の中学校３年生 

【期 間】毎年 

【目 的】将来の所得を大きく左右する高校進学率を把握する 

    

9 

区内都立高校の中途退学者数（率）（全日制、定時制）【↓】       【区内都立高校】 

中途退学者(率） 

210人(3.09％) 

全日制139人 

(2.26％) 

定時制71人 

(10.81％) 

 

（H26年度） 

【23区】 

中途退学者(率) 

2,026人(2.38%) 

全日制914人 

(1.21％) 

定時制1,112人 

(11.26％) 

 

（H26年度） 

【データ】児童・生徒の問題行動等の実態について（東京都教育委員 

会）  

【対 象】区内都立高校の生徒 

【期 間】毎年 

【目 的】無業者やアルバイト等の不安定就労となるリスクが高い 

青年の人数と中途退学の理由を把握する 

＊区内にある都立高校であり、中途退学者には区外からの通学者も含む 

＊無業者：学校等に通学せず、ふだん収入を得ることを目的とした定職を持っ 

ていない者 

    

10 

生活保護世帯の子どもの高校中途退学者数（率）（全日制、定時制）

【↓】  

 

中途退学者(率) 

17人(3.44％) 

全日制 9人 

(2.42％) 

定時制 8人 

(6.56％) 

 

（H26年度） 

【区内都立高校】 

中途退学者(率） 

210人(3.09％) 

全日制139人 

(2.26％) 

定時制71人 

(10.81％) 

 

（H26年度） 

【データ】高校進学・就学継続支援プログラムによる調査  

【対 象】生活保護受給世帯の高校生 

【期 間】毎年 

【目 的】無業者やアルバイト等の不安定就労となるリスクが高い 

青年の人数と中途退学の理由を把握する 

＊無業者：学校等に通学せず、ふだん収入を得ることを目的とした定職を持っ 

ていない者 

    

11 

区内都立高校の卒業時の進路未決定者数（率）【↓】  

卒業時に 
進路未決定の者 

171人 
(8.37％) 

一時的な仕事に
就いた者 

131人 
(6.41％) 
 

（H25年度） 

【23区】 

卒業時に 
進路未決定の者
1,865人
(7.33％) 

一時的な仕事に
就いた者（＊）

557人 
(2.70％) 

＊数値がない６区は

除外 

（H25年度） 

【データ】学校基本調査  

【対 象】区内都立高校の卒業年次生徒 

【期 間】毎年 

【目 的】無業者やアルバイト等の不安定就労のリスクが高い青年 

の人数を把握する 

＊無業者：学校等に通学せず、ふだん収入を得ることを目的とした定職を持っ 

ていない者 

 

    



第４章 子どもの貧困対策の施策の柱立てと指標 

  

17 

 

 指 標 名 区の現状 参考値 

12 

生活保護世帯の子どもの高校卒業時の進路未決定者数（率）【↓】  
 
卒業時に 
進路未決定の者 
34人（19.1％） 

 
 
 
 
 

（H26年度） 

【区内都立高校】 
 
卒業時に 
進路未決定の者 
171人(8.37％) 
 
一時的な仕事に
就いた者 
131人(6.41％) 

 
（H25年度） 

【データ】高校進学・就学継続支援プログラムによる調査  

【対 象】生活保護受給世帯の高校卒業年次生徒 

【期 間】毎年 

【目 的】無業者やアルバイト等の不安定就労のリスクが高い青年 

の人数を把握する 
＊無業者：学校等に通学せず、ふだん収入を得ることを目的とした定職を持っ 

ていない者 

    

13 

小学校・中学校の不登校者数【↓】  

小学校203人

（0.65％） 

中学校675人 

（4.66％） 

 

（H26年度） 

【東京都】 

小学校2,366人 

（0.43％） 

中学校7,164人 

（3.03％） 

 

（H25年度） 

【データ】児童・生徒の問題行動等の実態について（東京都教育委員

会）  

【対 象】区立小・中学校の児童・生徒 

【期 間】毎年 

【目 的】何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因に

問題を持つ児童・生徒数を把握する 

    

14 

早期（満37週未満）に産まれた子どもの割合【↓】  

 

6.0％ 

 

H27.12.1現在 

 

（H26年度） 

【東京都】 

 

5.4％ 

 

 

 

（H25年度） 

【データ】東京都人口動態統計  

【対 象】区内出生者数 

【期 間】毎年 

【目 的】妊婦に対する支援の成果として発育リスクの高い出産（妊

婦）の人数を把握する 

 ＊早期：妊娠満37週未満 正期：妊娠満37週から満42週未満 

 過期：妊娠満42週以降 

    

15 

乳児健診のアンケートで「子育てを負担に感じたりイライラした

りする」と回答した人の割合【↓】 
3～4か月児 

40.4％ 

1歳6か月児 

51.9％ 

3歳児 

64.0％ 

＊H27.12末現在 

（H26年度） 

－ 

【データ】３～４か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査アンケート 

【対 象】乳児健康診査受診者 

【期 間】毎年 

【目 的】親の育児へのストレス状況を計る（今後、対象の拡大を検

討する） 

    

16 

養育困難世帯の発生率【↓】 
 

 

 

0.98％ 

 

（H27.4.1） 

－ 

【データ】こども支援担当課による集計  

【対 象】全養育世帯 

【期 間】毎年 

【目 的】児童虐待世帯の発生率を計る 

＊養育困難世帯：児童虐待世帯及び今後、児童虐待につながる恐れがある養育 

に係る課題を抱え、特に養育支援を行う必要があると認められる世帯 
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 指 標 名 現 状 参考値 

17 

養育困難世帯の解決率【↑】  

 

 

55％ 

 

 

（H27.4.1） 

－ 

【データ】こども支援担当課による集計  

【対 象】養育困難世帯 

【期 間】毎年 

【目 的】児童虐待世帯の改善率を計る 

＊解決：相談・指導・助言のほか、育児支援や家庭支援を行うことにより養育 

に係る課題が改善し、児童虐待の恐れが著しく低下したこと 

    

18 

歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子どもの割合【↓】  

 

43.71％ 

 

 

（H26年度） 

【23区】 

 

37.02％ 

 

 

（H26年度） 

【データ】東京都学校保健統計書  

【対 象】区立小学校１年生 

【期 間】毎年 

【目 的】子どもの生活環境・成育環境を把握する 

    

19 

歯科健診で未処置のむし歯がある子どもの割合【↓】  

 

 

24.11％ 

 

（H26年度） 

【23区】 

 

 

18.53％ 

 

（H26年度） 

【データ】東京都学校保健統計書  

【対 象】区立小学校１年生 

【期 間】毎年 

【目 的】子どもの成育環境を把握する（親の子どもへの係わり方を

把握する） 

    

20 

子どもの朝ごはん摂取率【↑】 保育園４歳児 

95％ 

（H26年度） 

【全国平均】 

 

 

小学校２年生 

93.9％ 

小学校４年生 

96.6％ 

小学校６年生 

96.7％ 

中学校２年生 

93.4％ 

（H27年度） 

【データ】子ども家庭課による集計（区立保育園・こども園） 

足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習意識調査） 

【対 象】区立保育園・こども園通園児童（４歳児） 

区立小学校２、４、６年生 中学校２年生 

【期 間】毎年 

【目 的】子どもの正しい生活習慣の定着度を計る 

小学校２年生 

94.1％ 

小学校４年生 

96.5％ 

小学校６年生 

95.6％ 

中学校２年生 

92.1％ 

（H27年度） 

    

21 

就学援助（要保護、準要保護）受給世帯の児童・生徒の朝ごはん摂

取率【↑】 

データ無し 

今後集計予定 
－ 

【データ】  

【対 象】就学援助受給世帯の小学校２、４、６年生 中学校２年生 

【期 間】毎年 

【目 的】児童・生徒の正しい生活習慣の定着度を計る 
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【参考値について】  

指標8 公立学校統計調査、学校基本調査 

指標10 児童・生徒の問題行動等の実態について（東京都教育委員会）  

指標12 学校基本調査 

指標20 足立区基礎学力定着に関する総合調査の受託事業者による独自集計 

指標22・23 厚生労働省 全国母子世帯等調査 

＊出典データの記載がないものは指標データと同一である。 

 

 指 標 名 現 状 参考値 

22 

 

ひとり親に対する就業支援事業による就業率及び正規雇用率

【↑】 

データ無し 

今後集計予定 

 

全国就業状況 

母子世帯 

80.6％

（39.4％） 

父子世帯 

91.3％

（67.2％） 

 

＊（ ）内は、正規

職員率 

 

（H23年度） 

【データ】親子支援課による集計  

【対 象】就業支援事業利用者 

【期 間】毎年 

【目 的】就業支援事業による、ひとり親家庭の就業状況を把握する 

23 

児童扶養手当を受給しているひとり親の就業率及び正規雇用率

【↑】 

データ無し 

今後集計予定 

【データ】親子支援課による集計  

【対 象】児童扶養手当受給者 

【期 間】毎年 

【目 的】ひとり親家庭の就業状況を把握する 

    

24 

就学援助率【↓】  

小学校32.7％ 

中学校42.6％ 

区全体35.8％ 

（H26年度） 

【全国全体】 

15.68％ 

【東京都全体】

22.39％ 

（H25年度） 

【データ】学務課による集計（毎年）  

【対 象】小・中学校に通う子どもがいる世帯 

【期 間】毎年 

【目 的】小・中学校に通う子どもがいる世帯の経済状況を計る 
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４ 指標の改善について 

指標については、施策の実施状況やその効果等を検証し、必要に応じて見直しを行って

いきます。また、新たな調査の実施や統計データの突合等により、現状をより具体的に把

握できる指標がある場合には、適時に指標の追加・修正を行います。 

 

 【現在、指標の追加、拡充を検討している項目】 

 項 目 

１ 幼児教育プログラムの効果を計る指標 

２ 小・中学校におけるキャリア教育プログラムの効果を計る指標 

３ 食育推進の効果を計る指標 

４ 小・中学生の身体的健康状態を計る指標（対象や期間の拡大も検討） 
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第５章  
 

柱立て・施策別の具体的な取組み 
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柱立て１ 教育・学び 

 

 

 

 

 
【施策１】学力・体験支援 

【施策２】学びの環境支援 

【施策３】子どもの居場所づくり 

【施策４】キャリア形成支援 
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【施策１】学力・体験支援 
【ライフステージ】 

小・中学校 

 全ての子どもたちが家庭環境や経済状況に左右されることなく、自分の能力・

可能性を伸ばし、夢に挑戦できるよう、基礎的・基本的な学力の定着に向けた取

組みを進めるとともに、自然や地域文化に親しむ体験活動や異世代交流を通じ

て、学びの意欲向上を図ります。 

 

【フロー図の補足説明】 

基礎的・基本的な学力の定着に向けた事業から成績上位の生徒に向けた事業ま
で、学習習熟度に応じた取組みを進めるとともに、教員の授業力向上のためのサポ
ート体制を整え、子どもたちの学力向上を目指します。 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 学力の定着と向上を目指します 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【1-1-1】基礎的・基本的な学力の定着に向けた事業 ○重○新 28○対 

【1-1-2】学力向上のための講師配置事業 ○重○対 

【1-1-3】足立はばたき塾、土曜塾 ○重○￥ 

【1-1-4】学力・体力状況調査  

【1-1-5】日本語適応指導講師の派遣 ○対 

【1-1-6】学校図書館支援員の配置  

【1-1-7】学習支援ボランティア事業  

【1-1-8】教員の授業力向上事業  

【1-1-9】自然教室事業（鋸南自然教室、日光自然教室、魚沼自然教室）  

【1-1-10】大学連携による体験事業  

 

■事業概要 

1-1-1  基礎的・基本的な学力の定着に向けた事業  ○重○新 28○対  関連指標 1,2,3,4,5,6  
つまずきの早期解消を図り、基礎的な学力の定着を目指します。 

①あだち小学生基礎学習教室  ○重○対 
基礎的・基本的な学力を身につけることができるよう、小学校３・４年生を対象に、 

四則計算、漢字の補習教室を放課後や土曜日に実施します。 

②ＭＩＭ（多層指導モデル）の実施  ○重○対 
通常の学級で、小学校低学年の児童がつまずきやすい特殊音節の習得の状況を児童 

一人ひとりに対して把握し、正しく読めるよう、個別の指導・支援を行います。 

③中１夏季勉強合宿 

小学校からの算数のつまずきを克服し、学習意欲の向上を図るため、中学１年生を 

対象に、夏休みの勉強合宿を実施します。 

④中学生補習講座  ○重○対 
中学前半のつまずきを解消するため、中学２年生を対象に民間教育事業者による夏 

季休業期間中の補習講座を実施します。 

⑤英語チャレンジ講座 ○重○新 28   

「英語大好き」な中学生を育てるため、中学１年生前期で英語への苦手意識が芽生

え始めた生徒を対象に、民間教育事業者による補習を行います。 
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1-1-2  学力向上のための講師配置事業  ○重○対  関連指標 1,2,3,4,5,6  
①そだち指導員の配置  ○重○対  

小学校の国語・算数の授業において、定着度が十分でない児童に対し、そだち指導

員が別教室などで個別学習指導を行い、つまずきの早期解消を図っていきます。 

②生活指導員の配置 

各中学校の状況に応じて生活指導員を配置し、適切な学習環境の維持と向上を図り

ます。 

 

1-1-3  足立はばたき塾、土曜塾  ○重○￥  関連指標 1,2,3,4,5,6,7,8  
①足立はばたき塾  ○重○￥ 

成績上位で学習意欲も高いが、経済的理由などにより塾などでの学習機会の少ない 

生徒が難関校に進学できるよう、中学３年生を対象に民間教育事業者を活用した勉強 

会を実施します。 

②土曜塾  ○￥ 
はばたき塾の入塾審査に合格できなかった生徒のうち、追加募集に応募する意欲の 

ある生徒を支援するため、土曜日の勉強会を実施します。 

 

1-1-4  学力・体力状況調査  関連指標 1,2,3,4,5,6  

 ①足立区基礎学力定着に関する総合調査 

基礎・基本の学力の定着を図るとともに、日常の授業や放課後補充学習において 

個々の子どもの学習状況に応じた指導に活用するため、全小学校２年生から中学校 

３年生を対象に、学習定着度調査及び学習意識調査を実施します。 

②体力調査 

体力の向上を図るとともに、調査結果を課題改善に向けた取組みに活用するため、 

体力調査（東京都）を実施します。 

 

1-1-5  日本語適応指導講師の派遣  ○対  関連指標 1,2,3,4,5,6  
帰国児童・生徒及び外国人児童・生徒の日本語習得と早期に学校生活に適応できる 

ようにするため、児童・生徒の母語に通じた日本語適応指導講師を小・中学校に派遣し 

ます。 

 

1-1-6  学校図書館支援員の配置  関連指標 1,2,3,4,5,6  

中学校の生徒の自主学習や調べ学習を支援するため、選書や図書館活用のサポート 

にあたる図書館支援員を配置します。 

 

1-1-7  学習支援ボランティア事業  関連指標 1,2,3,4,5,6  

授業の補助や放課後の補習を支援するため、小・中学校に、大学生や社会人による学 

習支援ボランティアを派遣します。 

 

1-1-8  教員の授業力向上事業  関連指標 1,2,3,4,5,6  

インターネットを活用した教員養成講座や先進的教育方法の習得、授業力向上のた 

めの教科指導専門員による助言、活用力向上モデル校の実践・成果の活用等により、全 

ての教員の優れた学習指導力、授業力を身につけることで、児童・生徒の確かな学力の 

育成、定着を図ります。 

①教員研修用映像講座の活用 

②先進自治体教員派遣交流 

③教科指導専門員の派遣 
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④活用力向上モデル校の実践・成果の活用 

 

1-1-9  自然教室事業（鋸南自然教室、日光自然教室、魚沼自然教室）  関連指標 6  

宿泊を伴う集団生活や集団行動の中で、子どもたちの社会性を育むとともに、心身 

の健全な育成を図るため、自然や地域文化に親しむ社会体験学習を実施します。 

 

1-1-10 大学連携による体験事業  関連指標 6,7,8,9,10,11,12  

大学への興味・関心を引き出し、将来の進路を考えるきっかけとするため、区内の大 

学と連携し、各大学の特徴を生かしたワークショップやキャンパスでの講義、大学生 

との交流、科学・ものづくり体験等、大学を身近に感じ大学で学ぶイメージを体感でき 

る事業を実施します。 
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【施策２】学びの環境支援 
【ライフステージ】 

小・中学校 

 全ての子どもたちが安心して教育を受けられるよう、学校をプラットフォーム

とした相談体制の充実や関係機関との連携により支援強化を図るとともに、就学

援助等による就学支援、奨学金等による高校進学支援など、学びの環境を整えて

いきます。 

 

【フロー図の補足説明】 

学校は子どもたちが１日の多くの時間を過ごす場所であり、子どもの変化や困
難に気付きやすい場でもあります。このため、学校をプラットフォームとして子
どもたちの視点に立ち、いじめや不登校等、子どもが抱える困難な課題に対応す
るため、地域資源や関係機関と連携し、家庭を支援します。 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 学校と外部機関の連携を強化し、高校進学を支援します 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【1-2-1】教育相談事業  

【1-2-2】スクールカウンセラー派遣事業   

【1-2-3】スクールソーシャルワーカー活用事業 ○重○新 27○対 

【1-2-4】登校サポーター派遣事業 ○対 

【1-2-5】適応指導教室（チャレンジ学級） ○重○対 

【1-2-6】小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 

     中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 
○￥ 

【1-2-7】小学校特別支援学級児童就学奨励事業 

中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 
○￥ 

【1-2-8】育英資金貸付事業 ○重○新 28○￥ 

【1-2-9】私立高等学校等入学資金融資あっせん事業  

【1-2-10】その他の奨学金制度の周知  

【1-2-11】学習環境整備支援（塾代支援） ○重○￥ 

 

■事業概要 

1-2-1  教育相談事業  関連指標 6,13,16  

不登校や発達障がい等、子育てや教育上のあらゆる悩みの解決を図るため、相談体 

制を強化していきます。 

 

1-2-2  スクールカウンセラー派遣事業  関連指標 6,13,16  

子どもや保護者の学校生活における相談を受け、教職員との連携等により解決を図 

るため、全小・中学校にスクールカウンセラーを配置します。 

 

1-2-3  スクールソーシャルワーカー活用事業  ○重○新 27○対  関連指標 6,13,16  
ひきこもりや不登校等の生活指導上の困難な課題について、子どもの環境に働きか 

けることにより解決を図るため、小・中学校を拠点に必要な支援を行うスクールソーシ

ャルワーカーを配置します。モデル地区を中心に支援の仕組みや関係機関とのネットワ 

ークを構築し、配置人数や区域を順次拡大しながら支援を強化していきます。 

 

1-2-4  登校サポーター派遣事業  ○対  関連指標 6,13,16  
不登校初期の児童・生徒の学校復帰、登校状態の改善を図るため、登校サポーターを 

派遣し、登校支援や教室に入れない生徒の別室での学習支援等を行います。 
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1-2-5  適応指導教室（チャレンジ学級） ○重○対  関連指標 6,7,8,13,16  
不登校児童・生徒の学校復帰を目指すとともに、自己効力感を高め、学校や社会に出 

る力をつけるため、学校以外の場所に基礎学力の補充や集団生活の場となるチャレン 

ジ学級を開室し、きめ細かな支援をしていきます。 

 

1-2-6  小学校要保護・準要保護児童就学援助事業／中学校要保護・準要保護生徒就学援助 

事業  ○￥  関連指標 24  
経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、 

学用品費等の必要な経費を援助します。 

 

1-2-7  小学校特別支援学級児童就学奨励事業／中学校特別支援学級生徒就学奨励事業  ○￥  
関連指標 24  

障がいのある子どもの就学に関する経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力 

に応じた就学経費を援助します。 

 

1-2-8  育英資金貸付事業  ○重○新 28○￥  関連指標 7,8  
①育英資金貸付事業 ○重○￥ 

経済的理由により修学が困難で、学業成績が優秀な者に対し、修学上必要な学資 

金等の貸付を行うことにより、将来有望な人材を育成します。 

②償還免除型育英資金貸付事業 ○重○新 28○￥ 
経済的理由により修学が困難で、学業成績が優秀かつ、一定の条件を満たした 

者に、償還を一部免除する償還免除型の学資金等の貸付を行います。 

 

1-2-9  私立高等学校等入学資金融資あっせん事業  関連指標 7,8  

私立高等学校等に新入学する生徒の保護者の負担軽減を図るため、入学に必要な資 

金を低利で融資あっせんします。 

  

1-2-10 その他の奨学金制度の周知  関連指標 7,8  

修学に必要な費用等の負担軽減を図るため、家庭の状況等に応じ、社会福祉協議会 

による義務教育にかかる制服や修学旅行費用の貸付、東京都や日本学生支援機構など 

が運営する奨学金制度を周知します。 

 

1-2-11 学習環境整備支援（塾代支援） ○重○￥  関連指標 2,4,5  
生活保護世帯の子どもの学習塾などへの通塾や夏季・冬季の集中講座、補習講座の 

受講などにより、在宅での学習環境を整備し、高校進学率の向上などにつなげます。： 
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学校をプラットフォームにした 
子どもの貧困対策 

  

 

家庭 

学びの環境を整備 

・子どもや保護者の相談体制充実

・課題を抱えた子どもを関係機関

につなぐ 

・就学援助や奨学金の窓口 

地域 

学びの機会を保障 

・基礎学力の定着 

・様々な体験活動による学びの 

意欲向上 

・教員の授業力向上 

子どもが安心して 
過ごせる居場所 

・学びの場、交流の場 

・学童保育室 

・放課後子ども教室 

 

学校 

学校は子どもたちが１日の多くの時間を過ごす場所であり、学びや交流の

場でもあります。また、子どもが抱える課題や困難に気付き、地域資源や関

係機関につなぐなど、情報と人が行き交う場でもあります。 

このため、足立区は「学校」を子どもの貧困対策を考える上での基盤とな

る「プラットフォーム」と位置付け、全ての子どもたちが安心して教育を受

けられるよう、学びの環境を整えていきます。 
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【施策３】子どもの居場所づくり 
【ライフステージ】 

小・中学校/高校・大学 

 学習習慣の定着と学習意欲の向上を図るため、家庭での学習が困難な子どもた

ちに学習の場所を提供します。また、就労等により保護者が不在の家庭の子ども

が放課後等に安心して過ごせるよう、遊びや交流の場を確保し、多様な子どもの

居場所づくりを推進していきます。  

 

 

 

 

 

 

【フロー図の補足説明】 
子どもたちが生き抜く力を育み、成長していくためには、自己肯定感を持って

安心して居られる場所が必要です。家庭がこうした機能を十分果たせない場合
は、学校をはじめ、通いやすい場所に様々なタイプの居場所が必要になります。 

今後は、子どもの居場所づくりに取り組むＮＰＯやボランティア団体等の情報
の一元化を目指すとともに、関係団体のネットワーク構築に取り組んでいきま
す。 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 多様な子どもの居場所づくりを推進します 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【1-3-1】居場所を兼ねた学習支援 ○重○新 27○￥ 

【1-3-2】区施設等を利用した子どもの居場所づくり  ○重 
【1-3-3】子どもの学習支援や居場所づくりに取り組むＮＰＯ・ボランティア団体 

等の支援 
 

【1-3-4】地域で活動する団体の学習支援の場の紹介 ○重 

【1-3-5】学童保育室運営事業  ○対 

【1-3-6】児童館運営事業  

【1-3-7】放課後子ども教室推進事業 ○重 
 

■事業概要 

1-3-1  居場所を兼ねた学習支援  ○重○新 27○￥  関連指標 2,4,5,6,7,8  
学習習慣の定着と学習意欲の向上を図るため、ＮＰＯ等への委託により経済的に苦 

しい家庭の中学生が高校進学を目指す学習場所や他者と交流できる緩やかな居場所を 

提供します。今後更に、実施箇所を増やしていくとともに、ひとり親家庭などターゲッ

トを絞った支援も検討していきます。 

 

1-3-2  区施設等を利用した子どもの居場所づくり  ○重  関連指標 1,2,3,4,5,6  
保護者の就労等により家庭で一人で過ごすことが多い小学生や、中学・高校生が安 

心して過ごせるよう、指定管理者や地域・大学生ボランティアの協力を得て、友人や 

地域との交流、学習支援等、生涯学習施設や図書館などの区施設を利用した多様な居 

場所を増やしていきます。 

 

1-3-3  子どもの学習支援や居場所づくりに取り組むＮＰＯ・ボランティア団体等の支援  

関連指標 1,2,3,4,5,6,13  

子どもの学習支援や居場所づくり（食事の提供を含む）に取り組むＮＰＯやボラン 

ティア団体等を支援するため、げんき応援事業助成金等の活用により活動経費を助成 

します。 

 

1-3-4  地域で活動する団体の学習支援の場の紹介  ○重○￥  関連指標 1,2,3,4,5,6,13  
学力に不安がある、不登校やひきこもり、経済的に苦しい家庭など、課題を抱えた 

児童・生徒をＮＰＯやボランティア団体等が運営する学習支援や居場所（食事の提供 

を含む）につなぐため、情報を一元的に集約し、必要とする人に提供します。 

 

1-3-5  学童保育室運営事業  ○対  関連指標 6,16  
保護者が昼間、就労や病気などにより保育をすることができない家庭の児童に対し、 
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授業の終了後等に適切な遊びおよび生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。 

 

1-3-6  児童館運営事業  関連指標 6,16  

子どもたちが安心して過ごせるよう、工作活動、音楽活動、スポーツ活動等、児童に 

対する遊び場の提供と、中高生の居場所づくり事業等を実施します。 

 

1-3-7  放課後子ども教室推進事業  ○重  関連指標 6,16  
放課後に子どもたちが安心して活動できるよう、遊びや学び等の場を確保するとと 

もに、体験活動の充実等による交流活動を通じ、地域社会の中で健やかにたくましく 

生き抜く力を育む環境をつくります。 
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《参考》 

朝食の摂取と学力調査の平均正答率との関係 
 

文部科学省が小学校６年生と中学３年生を対象に実施した平成２６年度「全国学力・学習状況調

査」によると、毎朝朝食を食べる子どもほど、学習調査の平均正答率が高い傾向がうかがえます。 

 

 

（平成26年度全国学力・学習状況調査） 
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【施策４】キャリア形成支援 
【ライフステージ】 

高校・大学 

 社会人・職業人への円滑な移行のために、高校生のキャリア教育を促進します。
また、高校の中途退学を防止するために東京都との連携を強化し、情報交換等を
行うとともに、中途退学者が無業者やフリーター等にならず、自立した生活を送
ることができるよう、学び直しや就労等の支援機関を案内します。 

 

【フロー図の補足説明】 
高校の中途退学未然防止のため、東京都教育委員会、区立中学校、区内都立高

校、その他関係機関との連携を強化します。また、高校中途退学者や進路未決定
者が無業者やフリーター等にならないよう、学び直しや就労等の支援機関を案内
するとともに、若年者に対する就労支援（施策2-3）につなげていきます。 
今後は、小・中学校から高校まで一体となったキャリア教育の推進についても

検討していきます。 
 
  

 



 第５章 柱立て・施策別の具体的な取組み 

 

36 

 

主 要 事 業 

【重点化の視点】 高校中途退学予防策に取り組みます 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【1-4-1】キャリア教育推進事業 ○新 28 

【1-4-2】高校生キャリア教育  

【1-4-3】高校中途退学予防（東京都教育委員会との連携を強化） ○重 

【1-4-4】学校運営連絡協議会への参加（区内都立高校との連携を強化）  

【1-4-5】高校教諭向け区内企業見学会  

【1-4-6】高校生向け合同企業説明会・合同企業面接会   

【1-4-7】高校中途退学者・卒業後進路未決定者向け支援案内の配布  ○重○対 

 

■事業概要 

1-4-1 キャリア教育推進事業 ○新 28  関連指標 6,7,8,9,10,11,12,13  

学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感し、将来の社会的・職業的自立の基盤

となる資質・能力・態度を育むために、小学校におけるキャリア教育を支援します。 

 

1-4-2  高校生キャリア教育  関連指標 9,10,11,12  

社会に出ることや働くことについて考えるきっかけをつくるため、区内都立高校の 

１、２年生を対象に、講師を派遣して特別授業を行います。 

 

1-4-3  高校中途退学予防(東京都教育委員会との連携を強化） ○重  関連指標 9,10,11,12  
高校中途退学者と進路未決定者の発生防止のため、東京都教育委員会主催の「足 

立・葛飾地区都立高校生進路支援連絡協議会」に加え、足立区教育委員会主催の「高 

校中途退学に関わる中学校・高等学校連絡協議会」等において、都立高校が取り組む 

教育活動について情報交換するとともに、区からの情報提供や提案を行います。 

 

1-4-4  学校運営連絡協議会への参加（区内都立高校との連携を強化）関連指標 9,10,11,12  

各高校の課題把握に努め、区からの情報提供等を行うため、高校、地域の関係機関 

でつくる学校運営連絡協議会等に参加し、区内都立高校との連携を強化します。 

 

1-4-5  高校教諭向け区内企業見学会  関連指標 11,12  

区内企業の良さを教員等に知ってもらうため、高校新卒者の採用実績・採用予定の 

ある区内企業をバスで回り、採用担当者や若手社員の生の声を聞くことのできる見学 

会を実施します。 

 

1-4-6  高校生向け合同企業説明会・合同企業面接会  関連指標 11,12  

高校新卒者の就職促進を図るため、ハローワークと共催し、解禁前の合同企業説明 

会、内定が決まっていない高校生を対象とした合同企業面接会を開催します。 
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1-4-7  高校中途退学者・卒業後進路未決定者向け支援案内の配布  ○重○対  関連指標9,10, 
11,12  

高校中途退学者、進路未決定者が適切な支援を受けられるよう、「あだち若者サポ 

ートステーション」や「日暮里わかものハローワーク」など、地域の支援機関を掲載 

した案内を対象者に配布します。 
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柱立て２ 健康・生活 

 

 

 

 

 
【施策１】親子に対する養育支援 

【施策２】幼児に対する発育支援 

【施策３】若年者に対する就労支援 

【施策４】保護者に対する生活支援 
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【施策１】親子に対する養育支援 
【ライフステージ】 

乳幼児/就学前 

 子育て世帯が孤立することなく子どもを養育できるよう、妊娠届け時から支援

を要する世帯を把握し、関係機関と連携して効果的な対策を実施します。また、

親子のふれあいを深める事業などのソフト面だけでなく、保育施設整備などのハ

ード面についても親子を支援していきます。 

 

 

 

 

【フロー図補足説明】 
足立保健所による「妊娠届アンケート」や「こんにちは赤ちゃん訪問」など

を通じ、早期に養育困難家庭を把握し、こども支援担当課において適切な支援
サービスにつないでいきます。 

 

 

 

 

 

 

足立保健所 
（保健総合センター、保健予防課） 

要保護児童対策地域協議会 
（保健予防課、子ども支援担当課） 

こども支援担当課 
（こども支援センターげんき内） 

母子保健コーディネータ－等による支援 
（特に支援を要する世帯に対し、不安の解消と問題解

決のための支援を行う） 

 

 

 

2-1-1 妊産婦支援の充実 ＡＳＭＡＰ(P40) 

個々の状況に応じた支援計画作成など 

産前産後養育支援連絡会議 

虐待等の恐れがなく、健康に課題がある 虐待等の恐れがある 

特に支援を要する妊産婦 
について母子保健コーデ 
ィネーター等につなぐ 

養育支援訪問による支援計

画に基づき支援につなぐ 

 

2-1-5 きかせて子育て訪問事業 (P41) 

 

2-1-2こんにちは赤ちゃん訪問 ＡＳＭＡＰ(P41) 

2-1-3 乳幼児健康診査 ＡＳＭＡＰ(P41) 

(その他) 

医療機関による発見など 

2-1-6あだち･ほっとほーむ事業 (P41) 

2-1-8あだち子育て応援隊事業 (P41､42) 

養育困難世帯に対する支援 

 
2-1-4 養育支援訪問 (P41) 

養育困難世帯の早期発見 

各種支援事業 

2-1-1 妊産婦支援の充実 ＡＳＭＡＰ(P40) 

妊娠届アンケート等により早期に把握 

2-1-7こどもショートステイ事業 (P41) 

関係機関との連携 

児童相談所、福祉事務所、就労支援課、医療機関、保育施設、子育て関連ＮＰＯ等 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 養育困難家庭の発見と早期対応に取り組みます 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【2-1-1】妊産婦支援の充実 ＡＳＭＡＰ ○重 

【2-1-2】こんにちは赤ちゃん訪問 ＡＳＭＡＰ ○重 

【2-1-3】乳幼児健康診査 ＡＳＭＡＰ ○重 

【2-1-4】養育支援訪問（養育困難改善事業） ○重○対 

【2-1-5】きかせて子育て訪問事業（養育困難改善事業） ○重○新 28○対 

【2-1-6】あだち・ほっとほーむ事業 ○重○対 

【2-1-7】こどもショートステイ事業 ○重 

【2-1-8】あだち子育て応援隊事業 ○重○新 28 

【2-1-9】児童虐待防止啓発事業 ○重 

【2-1-10】児童虐待緊急対応事業 ○重○対 

【2-1-11】要保護児童対策地域協議会の開催  

【2-1-12】あだちはじめてえほん ○新 27 

【2-1-13】子育てサロン  

【2-1-14】幼稚園、保育園への就園奨励事業 ○￥○対 

【2-1-15】入院助産費給付事業 ○￥ 

【2-1-16】保育施設整備事業  

 

■事業概要 

2-1-1  妊産婦支援の充実  ＡＳＭＡＰ  ○重  関連指標 14,15,16  
妊娠届出時から特に支援を要する世帯を把握し、必要に応じた個別ケアプランを作 

成するとともに、プランに則して妊産婦支援を行うことにより、育児困難や生活困窮 

を未然に防ぎ、健やかな親子の成長を支えるしくみを「ＡＳＭＡＰ（あだち スマイ 

ル ママ＆エンジェル プロジェクト）」として重点的に取り組みます。 

また、個別ケアプランを作成する母子保健コーディネーター（保健師）を新規配置す 

るとともに、必要に応じて順次拡充し、妊娠期から産後育児期の切れ目のない母子保 

健事業を展開していきます。 

 



第５章 柱立て・施策別の具体的な取組み 

 

41 

 

2-1-2  こんにちは赤ちゃん訪問 ＡＳＭＡＰ ○重  関連指標 15,16  
訪問を希望する全ての家庭に、訪問指導員（保健師、助産師）が訪問し、乳児の発育 

状況や母の健康状態、栄養・生活環境の相談などを行っています。 

この際、育児不安が強い場合や生活環境の改善が必要な場合等に、複数回の訪問を 

行うことで、特に支援を要する世帯を早期発見し、継続的な支援につなげます。 

 

2-1-3  乳幼児健康診査 ＡＳＭＡＰ ○重  関連指標 15,16  
妊娠届などで出産前の早期から把握している特に支援を要する世帯について、各保 

健総合センター等で実施する乳幼児健康診査時に、改めて再評価を行います。 

また、新たに健診受診時に把握した特に支援を要する世帯については、関係機関等 

（福祉事務所・こども支援センターげんき等）と情報連携を行い、必要な支援につなげ 

ます。 

 

2-1-4  養育支援訪問（養育困難改善事業） ○重○対  関連指標 16,17  
こんにちは赤ちゃん訪問や他の事業との情報連携により、養育支援の必要があると 

判断された養育困難家庭を訪問し、支援計画を作成した上で、相談支援、育児支援等を 

行い、養育困難状況の改善を図ります。 

     今後は、一層の養育支援を図るため、訪問相談の体制を強化していきます。 

 

2-1-5  きかせて子育て訪問事業（養育困難改善事業）  ○重○新 28○対  関連指標 16  
育児に不安があり、引きこもりがちな親に、サポーターが訪問傾聴し、親の心の安定 

を図り、児童虐待を未然に防ぎます。 

 

2-1-6  あだち・ほっとほーむ事業  ○重○対  関連指標 16,17  
相談等があった家庭のうち、要支援と判断された養育困難家庭に対し、支援計画に 

基づき、有償ボランティアの「あだち・ほっとほーむ協力家庭」が、児童宅または協力 

家庭宅で育児・家庭の訓練や援助等を行います。 

 

2-1-7  こどもショートステイ事業  ○重  関連指標 15,16,17  
家庭で一時的に児童の養育ができないとき、児童を施設もしくは養育協力家庭宅で 

６泊以内で預かり養育します。養育者の入院等のほか、育児に疲れている養育者を子 

育てから一時的に解放することにより児童虐待を未然に防ぎます。 

 

2-1-8  あだち子育て応援隊事業  ○重○新 28  関連指標 15,16,17  

一時保育や送迎など育児支援を行い、親の養育を支えます。 

① 子育てホームサポート  ○重 
理由を問わず、小学生までの子育てをしている家庭の親子が、必要なときに、区が 

認定した子育てホームサポーターを派遣し、一時保育、病後児保育などの養育支援を 

実施します。 

今後は、利用者の増加状況を見ながら、順次事業の拡大を図ります。 

② ファミリーサポートセンター  ○重 
安心して子育てができるよう、子育ての手助けをして欲しい要支援者と子育ての手 

助けができる支援者が会員となり、支援者による保育施設等への送迎や病後児保育な

ど養育支援を実施します。 
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③ 子育てホームヘルプサービス事業  ○重○新 28 

産前産後の妊産婦の家事を支援し、母親の心身の安定を図ることにより、出産及 

び乳児を養育する環境を支えます。 

今後は、利用者の増加状況を見ながら、順次事業の拡大を図ります。 

 

2-1-9  児童虐待防止啓発事業（養育困難改善事業）  ○重  関連指標 15,16,17  
講演会や講座のほか、子育てに関するアドバイスのメール配信により、児童虐待防 

止の普及啓発や親の子育ての力の向上を図り、子どもの養育環境を改善し、健全育成 

を図ります。 

 

2-1-10 児童虐待緊急対応事業（養育困難改善事業）  ○重○対  関連指標 15,16,17  
児童虐待の情報を得て、子どもの安全確認と状況調査を２４時間以内に行います。 

そして関係機関と連携しながら子どもの安全確保、親への指導、助言、支援などによ 

り、児童虐待の被害拡大防止を図ります。 

今後は、虐待通告件数の増加を踏まえ、迅速に子どもの安全を確保できるよう体制 

を強化していきます。 

 

2-1-11 要保護児童対策地域協議会の開催  関連指標 15,16,17  

要保護児童、要支援児童について関係機関と適切に連携し支援するために各種会議 

を開催します。 

今後は、産前産後から養育が困難な家庭に遺漏なく支援できるよう、こども支援担 

当課及び保健予防課による「（仮称）産前産後養育支援連絡会議」を立ち上げます。 

 

2-1-12 あだちはじめてえほん  ○新 27  関連指標 1,2,5,6  

子どもの社会性と学力向上に貢献するため、乳幼児健診の際に、絵本を配布し、読み 

語りを実演するなど、親子がふれあうことの大切さと絵本を読む楽しさを伝えるとと 

もに、読み聞かせ活動の普及を図っています。 

 

2-1-13 子育てサロン  関連指標 15,16  

乳幼児とその保護者が自由に集い、遊びながら交流したり、サロンスタッフへの相 

談などを通じて、子育ての不安解消や負担感の軽減を図っていきます。 

 

2-1-14 幼稚園、保育園への就園奨励事業  ○￥○対  関連指標 16,17,20  
①認証保育所等利用者助成  ○￥ 

利用者の経済的負担を軽減し、認証保育所等の利用を促進するため、多様な保育 

需要に対応する都市型保育施設である認証保育所等に助成金を交付しています。 

②幼稚園教育奨励助成  ○対 
就労世帯の保護者が幼児教育の環境や内容によって幼稚園を選択できる環境を整 

備するため、長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園に補助金を交付しています。 

③幼稚園就園奨励事業（国庫補助）  ○￥ 
園児の世帯の所得に応じて補助金を支給することにより、生活保護世帯・住民税 

非課税世帯等の低所得者への負担軽減を図るとともに、幼稚園への就園を奨励し、 

幼児教育の振興を図っていきます。 

④私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業（都、区補助）  ○￥ 
園児の世帯の所得に応じて補助金を支給することにより、生活保護世帯・住民税 

非課税世帯等の低所得者への負担軽減を図るとともに、幼稚園への就園を奨励し、 

幼児教育の振興を図っていきます。 
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2-1-15 入院助産費給付事業  ○￥  関連指標 15,16  
入院して分娩する必要があるにも関わらず、経済的理由により出産費用を負担する 

ことが困難な妊産婦を支援し、その分娩にかかる費用を負担します。 

 

2-1-16 保育施設整備事業  関連指標 15,16,17,22,23  

乳幼児を養育する保護者の安定した就業を支援するためには、認可保育所や小規模 

保育など保育施設の整備は欠かせません。様々な保育資源を活用し、幅広い保育ニー 

ズに対応すると同時に、保育の質を確保しながら待機児童解消を図っていきます。 
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《参考》 

子どもの相対的貧困率（先進３５カ国） 

ユニセフの報告によると、子どもの相対的貧困率では、日本は先進３５カ国中９番目の高さで、

また、先進３５カ国に住む子どものうち、およそ１５％にあたる約３，４００万人が貧困家庭で暮

らしているとしています。 

 

               （出典）ユニセフ『Report Card 10-先進国の子どもの貧困（2012）』 
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【施策２】幼児に対する発育支援 
【ライフステージ】 

乳幼児/就学前 

 就学前は、子どもの健やかな発育の基盤となる時期です。円滑に小学校教育 に

移行できるよう就学前教育の充実を図っていきます。また、食や生活の正しい習

慣の定着と総合的な発達課題の早期発見と適切な対応を図ります。 

 

 

 

【フロー図補足説明】 
小学校への円滑な就学へ導くため、発達に課題がある幼児を早期に発見し、

「あしすと」や「そだちチューター」などによる適切な支援につなげていきま
す。 

2-2-8そだちチューター 
臨床心理士等の資格を有する「そだちチューター」が、
公立園における子ども達の観察を通して、発達課題の早
期発見や適切な対応を行う。 

 

「要支援」と 

判定された場合 

「気になる子」（発達支援委員会による判

定の必要がない、または同判定で「要支

援」と判定されなかった園児等）の支援 

「要支援」と判定 

されなかった場合 

●
社
会
性
と
環
境
順
応
力
を
身
に
つ
け
る 

●
小
学
校
へ
課
題
を
引
き
継
ぐ 

（
保
護
者
へ
小
学
校
生
活
上
の
助
言
） 

早期発見、 

早期支援 

早期発見、 

早期支援 

個別保育方針を策定し、保育のバックアップ 

月１回、会議を開催し、問題提起や解決など連携 

 

心理士が園を訪問し、「要支援児」を対象とする巡回指

導、「気になる子」を対象とする発達相談を実施 
 

【関連事業】 

早期発見の取組みを４歳児を対象に実施 

2-2-9 あしすと心理士等による巡回指導・発達相談 

 

 

 

 

 

 

保育園 

2-2-10発達支援委員会による判定 

(こども支援センターげんき) 
小
学
校
へ
の
円
滑
な
就
学
に
つ
な
げ
る 

発達支援委員会による 

判定が必要な場合 

（保護者承諾が必要） 

発達支援委員会による 

判定が必要な場合 

（保護者承諾が必要） 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 発達に課題のある子どもの発見と早期対応に取り組みます 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【2-2-1】歯科健診の強化（４歳から中学３年生まで） ○重 

【2-2-2】歯科保健活動事業 ○重 

【2-2-3】５歳児プログラム  

【2-2-4】幼保小連携による交流活動  

【2-2-5】運動遊びによる体力づくり  

【2-2-6】生活リズム定着を推進するための事業「早寝・早起き･朝ごはん」  

【2-2-7】食育の推進事業  

【2-2-8】そだちチューター ○重○新 27○対 

【2-2-9】あしすと心理士等による巡回指導・発達相談 ○重○対 

【2-2-10】発達支援委員会による判定 ○重○対 
 

■事業概要 

2-2-1  歯科健診の強化  ○重  関連指標 16,17,18,19  
貧困家庭の小学生はそうでない家庭の小学生に比べ、むし歯のある子の割合が約２ 

倍となるなど、貧困とむし歯の相関関係が指摘されています。そこで、全ての４歳児 

から中学３年生までを対象に、毎年、歯科健診を行い、むし歯の早期発見、早期治療 

を進めるとともに、むし歯予防を通して基本的な生活習慣を身につけられるよう導き 

ます。 

今後は、就学前における未通園児を含めた未受診者に対して、受診へのアプローチ 

を行い、そのフォロー体制を確立していきます。 

 

2-2-2  歯科保健活動事業  ○重  関連指標 18,19,20,21  
歯科健診の結果分析を把握し、乳児から中学３年生までの歯科口腔保健対策を進め 

ていきます。 

子どもの頃のむし歯は、「規則正しい食生活」や「食べたら歯みがき習慣」など、基 

本的な生活習慣と深い関わりがあります。子どもの成育環境に関わらず、歯科受診や 

健康教育の機会をつくることで、子どもの健康格差の縮小につなげます。 

 

2-2-3  ５歳児プログラム  関連指標 1,2,3,4,5,6,16,17,20,21  

就学までに身につけてほしい「基本的生活習慣」や「他者とのかかわり」「学びのめ 

ばえ」について、５歳児プログラムをもとに適切な指導を行います。家庭との連携を図 

りながら、一人ひとりの発達に合わせ、学びの芽を培い、小学校につなげます。養育が 
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困難な家庭の子ども達の状況も把握できることから、就学までに身につけたいことを区 

立保育園、区立認定こども園でしっかり取り組むことで、就学への不安をなくしたうえ 

で入学できるようにします。 
 
2-2-4  幼保小連携による交流活動  関連指標 1,2,3,4,5,6  

① 児童・幼児の交流活動 
全ての５歳児が隔たりなく入学への期待が持てるよう、保育園、こども園、幼稚園

の園児が、学校給食や授業などを体験できるようにします。小学校で学ぶ喜びを味わ

い、学校教育への滑らかな移行を確実なものとします。 

②職員の交流研修 

小学校１年生担任である教員や５歳児担任である保育者等が、職員交流研修を行い、 

互いの保育・教育内容、子ども達の育ちを理解し合い、指導に生かします。 

③ブロック会議 

区内を１３ブロックに分け、年２回程度、関係者が集い、就学前後の子どもの姿を 

共有し、学びの連続性を意識した取組みを行います。 

 

2-2-5  運動遊びによる体力づくり  関連指標 6  

幼児期の発達にとって体を思い切り使った遊びはとても大切です。区立保育園、こ 

ども園では、各年齢発達に沿った様々な動きの運動遊びが経験できるように環境設定 

等を行い、子ども達の体力・運動能力の向上を図るとともに、一人ひとりの意欲を育み 

ます。 

 

2-2-6  生活リズム定着を推進するための事業「早寝・早起き・朝ごはん」  関連指標 20, 

21  

子どもの朝食摂取は、基本的生活習慣や学力形成との関連も指摘される課題です。 

子どもが朝食を摂取しない理由は、子ども本人の生活リズムの乱れが起因している場 

合もあるため、「早寝・早起き・朝ごはん」事業により、子どもの生活改善を図るとと 

もに、増加する「孤食」*の防止に取り組みます。 

＊孤食・・・家族と暮らしていながら、親や子どもがそれぞれ違う時間に一人ひとり食事をすること 

 

2-2-7  食育の推進事業  関連指標 20,21  

一生を通じた健康維持を実現するためには、乳幼児期より健康を守る知識として、 

食育を推進していく必要があります。そのため、保育園や小中学校での正しい食習慣 

づくりを推進するとともに、若年期（産前期）においても推進し、次世代に継承するこ 

とを通じて、子どもの健康格差の縮小に取り組みます。 

 

2-2-8  そだちチューター  ○重○新 27○対  関連指標 6,16  
臨床心理士等の資格を有する「そだちチューター」が、区立園における子ども達の観 

察を通して、発達課題の早期発見や適切な対応を行います。就学前教育・保育の質的向 

上を図るとともに、子どもの健やかな成長を支えます。 

 

2-2-9  あしすと心理士等による巡回指導・発達相談  ○重○対  関連指標 6,13  
巡回指導や発達相談を通して、発達に課題がある乳幼児について、特性を早期に捉 

え、特性に応じた対応を各園に助言します。適切な対応を行うことで、自己肯定感を育 

み、就学後の不登校やひきこもり等の要因を未然に予防します。 

     今後、園数の増加や対象となる乳幼児の増加を見ながら、事業の強化を図ります。 
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2-2-10 発達支援委員会による判定  ○重○対  関連指標 6,13  
そだちチューターやあしすと心理士等が「気になる子」を発見した後、保育園等から 

の申請により、発達支援委員会で、専門医による診断、心理士の行動観察をもとに発達 

支援児の判定を行います。発達支援児と認定された幼児については、関係機関と連携  

を図り、早期療育につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

《参考》2-2-7 食育の推進事業 
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【施策３】若年者に対する就労支援 
【ライフステージ】 

高校・大学/就労 

 学校との関係が希薄となった高校中途退学者、高校を卒業したものの無業や不

安定就労にある者、青年期・成人期の発達障がい者などの若年者に対し、学び直

しや就労を支援することで、社会的な自立を促します。 

 

 

 

 

 

【フロー図補足説明】 
中学校や高校卒業後、または高校を中途退学して、学校との関係が希薄とな

っている進路未決定の若者に対し、就労支援などを行います。 

2-3-3 マンスリー就職面接

会・事前セミナー事業 

ハローワーク足立、荒川区と協

働し、様々な企業と話せる就職面

接会を実施。 

面接会の前には、面接の受け方

などスキル向上を目的としたセ

ミナーを実施。 

2-3-2 

セーフティネットあだち 

ニートやひきこもりなど

社会との関係が希薄となっ

ている若者等に対し、相談

に応じながら、自立へのス

テップアップを支援。 

2-3-1 

あだち若者サポートステーション 

中卒者や高校中途退学者を含む若者

が将来、経済的に自立できるように、

カウンセリングやセミナーなど様々な

支援を行い、就労に結びつける。 

 

 中卒者、高校中途退学者、高卒者で進路未決定の若者 

支援 

支援 

支援 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 高卒及び高校中途退学者の早期就労支援に取り組みます 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【2-3-1】あだち若者サポートステーション ○重 

【2-3-2】セーフティネットあだち ○重 

【2-3-3】マンスリー就職面接会・事前セミナー事業 ○重 

【2-3-4】発達障がい青年期・成人期支援（区内大学との連携） ○新 27 

【2-3-5】発達障がい青年期・成人期支援（就労や日中活動系サービスにつなが 

らない青年期支援） 
 

 

■事業概要 

2-3-1  あだち若者サポートステーション  ○重  関連指標 11,12  
中卒者や高校中途退学者を含む若者が将来、経済的に自立できるように、カウンセ 

リングやセミナーなどの様々な支援を行い、就労に結びつけます。 

また、「日暮里わかものハローワーク」などとの連携を強化し、個々の若者の状況に 

応じた支援を促進します。 
 
2-3-2  セーフティネットあだち  ○重  関連指標 11,12  

ニートやひきこもりなど社会との関係が希薄となっている状況に悩む若者とその家 

族からの相談に応じながら、自立へのステップアップを目指します。 
 

2-3-3  マンスリー就職面接会・事前セミナー事業  ○重  関連指標 11,12  
ハローワーク足立、荒川区との協働で、気軽に様々な企業の方と話ができる就職面 

接会を実施しています。また、面接会開催前に、面接の受け方や履歴書の書き方等の 

就職スキル向上を目的としたセミナーを実施し、セットで活用することで、就職決定 

率増を目指します。 
 

2-3-4  発達障がい青年期・成人期支援（区内大学との連携）  ○新 27  関連指標 11,12  

東京電機大学と連携し、学生及び日常的に学生のサポートにあたる教職員が、発達 

障がいに対する正しい理解と対応方法を習得することを支援します。それにより、本 

人の学校生活における対人関係を円滑にし、学業や就職活動につなげます。 

また、ノウハウを構築するにあたり、状況に応じて都の発達障害者支援センターと 

も連携を図り、そのスキームを区内他大学でも活用していきます。 
 
2-3-5  発達障がい青年期・成人期支援（就労や日中活動系サービスにつながらない青年期 

支援）  関連指標 11,12  

発達障がいのある若者に対し、対人関係やコミュニケーション、生活リズム等を整 

え、就労や作業所等へ通えるよう支援していく仕組みを構築していきます。 

特に、知的な遅れを伴わない発達障がい者（疑いを含む）に対する相談支援のスキー 

ムを検討していきます。 
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【施策４】保護者に対する生活支援 
【ライフステージ】 

子育て 

保護者に対し、生活状況に応じた給付事業などの支援を行うとともに、社会

的孤立等に陥らないよう、「つなぐ」シートを活用する等により相談機能の連携

を強化していきます。貧困率が５０％を超えるとされているひとり親家庭に対

しては、専門的技能の修得により正規雇用につなげる支援や精神的負担を軽減

するための居場所づくりなど重点的に取り組みます。 

 

 

 

 

【フロー図補足説明】 
児童扶養手当を始めとした金銭的な支援をベースに、就業につながるような

支援とともに、ひとり親家庭が孤立することのないよう、相談事業や交流事業
を充実させていきます。 

  

 

2-4-1（P52） 

●高等職業訓練促進給付金 

●自立支援教育訓練給付金 

●高校卒業程度認定試験合格 

支援事業       など 

2-4-2（P53） 

●ひとり親家庭に対する居場所づくり 

（ひとり親サロン、団欒食事づくり） 

            など 

 
2-4-3（P53）、3-1（P58） 

●ひとり親相談事業（新規） 

●くらしとしごとの相談室 

●各課相談窓口 

など 

2-4-5～2-4-8（P53～P54） 

●児童扶養手当、児童育成手当 

●母子福祉資金・父子福祉資金 

●ひとり親家庭等医療費助成     など 

ひとり親家庭 
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主 要 事 業 

【重点化の視点】 ひとり親世帯の支援に取り組みます 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【2-4-1】ひとり親家庭に対する就業支援 ○重○新 27○対 

【2-4-2】ひとり親家庭の交流支援 ○重○新 27○対 

【2-4-3】ひとり親家庭に対する相談事業 ○重○新 28○対 

【2-4-4】メール配信「ひとり親家庭向けの情報」 ○新 27○対 

【2-4-5】各種給付制度 ○￥○対 

【2-4-6】生活保護費給付事業 ○￥ 

【2-4-7】各種貸付制度 ○￥○対 

【2-4-8】各種医療助成制度 ○￥○対 

【2-4-9】母子生活支援施設の運営 ○対 

【2-4-10】発達障がい児・者のペアレントメンター育成支援 ○新 27○対 
 

■事業概要 

2-4-1  ひとり親家庭に対する就業支援  ○重○新 27○￥  関連指標 22,23,24  
①高等職業訓練促進給付金  ○重○￥ 

看護師等の国家資格取得を目指して養成機関で修業するひとり親の生活安定を図 

るために、促進給付金（１か月あたり住民税非課税世帯１０万円、住民税課税世帯７ 

万５百円）を支給します。区独自事業として支給期間を延長し、国の支給期間と併せ 

て、通算最長４年間支給します。また、養成機関を修了したときに、修了支援給付金 

（修了時住民税非課税世帯５万円、住民税課税世帯２万５千円）を支給します。 

②自立支援教育訓練給付金  ○重○￥ 
就職に有利な資格や技能を修得するために、区の指定を受けた講座を受講したとき、 

教育訓練給付金【受講費用（入学金・受講料・教科書教材費等）の全額、上限３０万 

円】を支給します。 

③高校卒業程度認定試験合格支援事業  ○重○新 27○￥ 
就職や好条件な転職等につなげ、受給者の経済的自立を図るため、ひとり親家庭の 

親の学び直しを支援します。高卒認定試験講座（通信を含む）受講費用を修了時に３ 

割及び合格時に７割（合計で上限３０万円）を支給します。 

④ 自立支援プログラム策定事業  ○重○￥ 
児童扶養手当受給者に対し、個別に面接を実施したうえ、利用者の生活状況、就業 

希望を把握し、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラ 

ムを策定したうえで、ハローワークとの協力体制により就労を支援し、経済的安定に 

つなげます。 

プログラム策定後も状況を継続的にフォローすることで自立促進を図ります。 
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2-4-2  ひとり親家庭の交流支援  ○重○新 27○対  関連指標 15,16,17,22,23  
ひとり親家庭に対して、親子が一緒に楽しめる文化的活動やひとり親同士の交流な 

どの機会を提供し、支援していきます。 

①啓発講座「ひとり親家庭の親子で楽しむ団欒（だんらん）食作り」  ○重○新 27○対 
ひとり親が気兼ねなく参加できるよう、対象者を母子家庭、父子家庭各々に限定 

し、自らの力で健康的な食事作りを行うことで、親子の心に自信や自尊の芽を育て 

る機会とします。 

②ひとり親家庭サロン  ○重○新 28○対 
ひとり親同士が、就業、生活、子育て等についての悩み相談や情報交換を通して、 

仲間づくり、自己有用感の回復、子育て・生活に対する前向きな姿勢を築くことで、 

ひとり親の孤独感やストレスの解消、虐待防止など子どもの生活環境の改善を図り 

ます。 

 

2-4-3  ひとり親家庭に対する相談事業  ○重○新 28○対  関連指標 15,16,17,22,23  
①ひとり親家庭からの相談  ○重○新 28○対 

「ひとり親家庭支援員」が、ひとり親家庭の課題やニーズを把握し、的確な対応を 

行うとともに、必要に応じた支援を行うため、関係機関への連携等を行います。 

②母子・父子自立支援員等の活動事業  ○重○対 
ひとり親家庭の抱えている、経済上の問題、職業能力の向上及び就業についての相 

談指導、その他生活相談とその自立に必要な相談・支援を行います。 

 

2-4-4  メール配信「ひとり親家庭向けの情報」  ○新 27○対  関連指標15,16,22,23  
各種手当の案内、就転職支援、親子で楽しめるおすすめイベントなど、ひとり親家庭 

の方々を対象とする様々な情報をタイムリーにメール配信します。 

 

2-4-5  各種給付制度  ○￥○対  関連指標 24  
①児童手当  ○対 

区内に住所を有する児童の保護者が、中学校修了までの児童を養育しているときに 

手当を支給します。 

②児童扶養手当  ○￥ 
離婚や死別等により、１８歳年度末までの児童（中度以上の障がいの程度にある２ 

０歳未満の児童を含む）を養育するひとり親または養育者に手当を支給します。 

③児童育成手当  ○￥ 
離婚や死別等により、１８歳年度末までの児童を養育するひとり親または養育者に 

手当を支給します（育成手当）。また、満２０歳未満の一定の障がいにある児童の養育 

者に手当を支給します（障害手当）。 
 

2-4-6  生活保護費給付事業  ○￥  関連指標 2,4,8,10,12,21  
生活が困窮する方に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な 

最低限度の生活を保障し、自立を助長していきます（子どもの貧困対策に関する方針 

について、５５頁に掲載）。 

 

2-4-7  各種貸付制度  ○￥○対  関連指標 7,8,22,23,24  
①母子福祉資金・父子福祉資金貸付【東京都事業】  ○対 

ひとり親家庭で、２０歳未満の子どもを扶養している方を対象に、転宅、技能習得、 

生活、修学、就学支度等の各種資金を無利子または低利で貸し付けます。 

②応急小口資金貸付【区独自事業】  ○対 
災害、疾病等により応急に必要とする費用の調達が困難な区民に対して、資金を 
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貸し付けることにより、区民生活の安定と福祉の向上を図ります。 

③生活福祉資金貸付事業【社会福祉協議会事業】  ○￥ 
所得の低い世帯などに対し、生活福祉資金（教育支援資金）、緊急小口資金等の貸付 

を行い、当該世帯の生活の安定と経済的自立を図ります。 

 

2-4-8  各種医療助成制度  ○￥○対  関連指標 15,19,24  
①子ども医療費助成  ○対 

子どもを養育している者に対し、子どもに係る医療費のうち、保険診療の自己負担 

分（但し、入院時の食事療養標準負担額を除く）を助成することにより、子どもの保 

健の向上と健やかな育成を図ります。 

②ひとり親家庭等医療費助成  ○￥ 
ひとり親家庭等にかかる医療費のうち、本人負担分の医療費を助成することにより、 

ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ります。世帯の課税 

状況により、本人負担分の医療費の全部、又は一部を助成します。 

③小児慢性特定疾患の医療費助成【東京都事業】  ○対 
小児慢性特定疾患として指定された疾病の治療を受けられる方に医療費等の助成 

を行います。 

④小児精神障害者入院医療費助成【東京都事業】  ○対 
精神疾患（てんかん及び精神発達遅滞のみの場合は対象外）のため精神科病床で入 

院している１８歳未満の方に医療費の助成を行います。 

 

2-4-9  母子生活支援施設の運営  ○対  関連指標 15,16,17,24  
母子家庭で、生活上の様々な問題のために、子どもの養育が十分にできない場合に、 

母子ともに入所・保護し、自立に向けた支援を行います。 

 

2-4-10 発達障がい児・者のペアレントメンター育成支援  ○新 27○対  関連指標 6,16,17  
発達障がいのある子どもの育児経験を有する親をメンターとして養成し、現在、発 

達障がいで悩んでいる親の相談や支援を行います。子どもにとって最も身近な存在で 

ある親への理解促進、支え合い等の支援を強化し、発達障がいへの正しい理解と発達 

障がい児を持つ親の孤立を防ぎます。 
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《参考》 

 

生活保護費給付事業における子どもの貧困対策に関する方針 

 

足立福祉事務所では、平成２７年度運営方針で、子どものいる被保護世帯への支援に重点を移行するこ

とを掲げ、福祉事務所実施推進組織内に子どもの貧困対策部会を設置し、学習支援プログラムの効果的な

推進等を協議する体制を整備した。 

 

１ これまでの取組み 

（１）高校生のアルバイト収入の積み立て 

平成２６年度の生活保護法改正により、被保護者である高校生がアルバイト収入を、卒業後の

自立更生に充てることを目的に貯蓄することが可能となり、大学、専門学校等への進路の選択の

道が開かれるようになった。 

（２）学習環境整備支援 

福祉事務所では、「学習支援プログラム」を策定し、自立促進事業として「学習環境整備支援」

を行ってきた。学力に不安のある者やひきこもり傾向がある者を対象に、学習支援を実施し、学

習習慣の定着を図るものである。あわせて、通塾意思のある世帯へは、学習塾費用を補助し、高

校進学等を支援している。 

（３）生活保護被保護者自立支援プログラム事業 

緊急一時保育料、認証・認定保育所等入園料・保育料、生活支援サービス年会費・ヘルパー

等派遣費用を支給し、親の就労環境を整備している。 

 

２ 平成２７年度からの取組み 

（１）夏休み中の子ども本人との面接 

これまで、子どものいる被保護世帯においては、訪問調査時に子どもと面接する機会が少な

く、生活状況は主に世帯主などから聴き取ることが多かった。高校受験対策や不登校などへの早

期介入のため、例年９月に実施していた就学状況及び通塾調査を７月に前倒しし、調査結果を参

考に夏休み中の子ども本人と福祉事務所ケースワーカーの面接を実施した。 

（２）居場所を兼ねた学習支援事業への参加 

生活支援課の委託事業である「居場所を兼ねた学習支援事業」の参加費用（交通費等）を支給

する。 

 

３ 今後の取組み 

区内でも広がりつつある、各種団体等の実施する、学習支援や居場所支援などの様々な社会資源

を効果的に活用する。また、対象世帯の子どもの生活状況の把握（アウトリーチ）に努めつつ、引き

続き民生・児童委員や学校、こども支援センターげんき等の関係機関との連携により、生活保護世帯

の子どもの健全育成に取り組む。生活保護制度を単なる救貧施策として活用するのみでなく、貧困の

連鎖を断ち、子どもの貧困対策として有効に活用していく。 
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柱立て３ 推進体制の構築 
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【3-1】相談事業の連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

【フロー図補足説明】 
子どもの貧困の問題は、多面的・複合的な面を持っています。このため、個別

ケースに応じて、各相談窓口となる所管同士が連携して対応しなければなりませ
ん。 
経済的問題のほか、仕事、家庭、健康など、寄せられた様々な相談に関する情

報を、「つなぐ」シートを活用した相談窓口の相互連携で、それらを必要とする方
に確実に届けます。特に初回の窓口では、直接の相談内容に対する対応にとどま
らず、その背景にある問題の有無など、丁寧な傾聴を心がけます。また、複数の
悩みを抱えている相談者には、早期に「つなぐ」シートを作成し、連携先となる
関係所管・機関に相談者を案内するなど、早期解決に努めます。 
 

 

各課相談窓口 

各課相談窓口 

各課相談窓口 

 

くらしとしごとの相談室 

「つなぐ」シートを活用し、キャッチした情報を相互につなぐ 

「つなぐ」シート 

「つなぐ」シート 

「つなぐ」シート

「つなぐ」シート 

「つなぐ」シート

「つなぐ」シート 

「つなぐ」シート 

各課相談窓口 

「つなぐ」シート
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主 要 事 業 

○重重点事業 ○新新規事業（数字は年度） ○￥経済的状況で対象絞り ○対経済的状況以外で対象絞り 

【3-1】相談事業の連携強化 ○重 

【3-2】ＮＰＯ・ボランティア団体、地域団体等の活動支援  

【3-3】国・都等への働きかけ 

 

○重 

【3-4】各種調査研究 

（子どもの健康・生活実態調査・大学等との連携による調査研究など） 
○重○新 27 

【3-5】子どもの貧困対策の啓発事業（講演会開催など）  

【3-6】進捗状況管理、計画・指標の見直し  

 

■事業概要 
 
3-1  相談事業の連携強化  ○重  関連指標 全指標  

経済的問題に限らず、仕事、家庭、健康など、様々な区民からの相談を、一箇所の 

窓口で留めることなく、必要となるサービスや情報について、それを必要とする区民 

に着実に届けるため、「つなぐ」シートを活用した相談事業の相互連携によって支援 

していきます。 

 

3-2  ＮＰＯ・ボランティア団体、地域団体等の活動支援  関連指標 全指標  

地域の関連団体と連携を図るとともに、ＮＰＯやボランティア団体の活動を支援す 

るため、げんき応援事業助成金の活用により、子どもの貧困対策に取り組む団体に助 

成します。 

 

3-3  国・都等への働きかけ  ○重  関連指標 全指標  
他自治体との意見交換や連携を進めながら、国・都への要望や各種依頼について積 

極的に対応していきます。また、子どもの貧困対策に貢献したい企業と現場で活動を 

しているＮＰＯ団体等の支援団体とのマッチングを積極的に行うことで連携体制の 

構築や強化を図り、より効果的で相乗効果を生むような支援活動を進めていきます。 

 

3-4  各種調査研究（子どもの健康・生活実態調査、大学等との連携による調査研究など） 

○重○新 27  関連指標 全指標  

子どもの貧困対策を効果的に推進するには、個々の世帯の生活実態を把握する必要 

があります。社会情勢や社会環境の変化を踏まえながら、「子どもの健康・生活実態 

調査」をはじめ、ひとり親家庭支援策の調査研究、大学等との連携による調査研究な 

ど、多角的な調査を実施し、対策の効果を分析する際や今後の計画・指標見直しにあ 

たり、有効に活用していきます。 

また、健康データについては、今後、予防接種や健診など乳幼児期から中学までの 

一貫した集約を検討していきます。 
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3-5  子どもの貧困対策の啓発事業（講演会開催など）  関連指標 全指標  

子どもの貧困対策について、積極的に情報発信するため、講演会開催をはじめ、啓 

発活動を実施し、職員のみでなく、地域やＮＰＯ、民間企業など幅広く理解と協力を 

求め、子どもの貧困対策事業を進める機運の醸成と人材づくりを展開していきます。 

 

3-6  進捗状況管理、計画・指標の見直し  関連指標 全指標  

(仮)子どもの貧困対策会議（子どもの貧困対策評価委員会）を設置し、学識経験 

者を含めた関係者とともに、本計画に基づく施策の進捗状況や対策の効果等を検証・ 

評価し、それを踏まえて計画・指標等の見直し、改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

「つなぐ」シート 
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「つなぐ」シートのフロー図 

 初回相談窓口 

 ① 相談を聞いた後、支援が必
要と判断した場合、本人の同
意を得た上で、「つなぐ」シー

ト署名欄に署名をしていた
だきます。 

  ② 案内する相談先の窓口に
電話連絡をするとともに相

談受任の確認をし、相談者の
都合に配慮して相談日時を
決めます。 

 ③ 相談日時と連携先の窓口
担当者名を相談者に伝えま
す。 

 

 

 

④「つなぐ」シートを２部 
コピーする 

⑤「つなぐ」シートの原本は封
筒に入れて相談者へ、コピーは

控えとして保管と連携先へ 
 
・原本を封筒に入れ、相談者本
人に 

・コピー（１部）を相談を受け
た課で控えとして保管 

・コピー（１部）を連携先へ送
付 

連携先の窓口へ 

 

＊更に連携が必要な場合は、次の連携先を案内していきます。 

 

相談員 

☎ 

連携先の窓口

☎ 

「つなぐ」シート 

○○課 宛 
 

相談員 相談者 

②本人持参（やむを得ない場合） 

☎ 
相談員 相談者 

原
本 

① 原則相談員が同行 

相談者 相談員 

原
本 

「つなぐ」シート 

○○課 宛 
 

相談員 相談者 

※署名 
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４ ライフステージ別 主要事業一覧表 

乳幼児 就学前 小・中学校 

2-1-1 妊産婦支援の充実ＡＳＭＡＰ   1-1-1 基礎的・基本的な学力の定着に向けた事業 

2-1-2 こんにちは赤ちゃん訪問ＡＳＭＡＰ   1-1-2 学力向上のための講師配置事業 

2-1-3 乳幼児健康診査ＡＳＭＡＰ   1-1-3 足立はばたき塾、土曜塾 

2-1-4 養育支援訪問（養育困難改善事業） 1-1-4 学力・体力状況調査 

2-1-5 きかせて子育て訪問事業（養育困難改善事業） 1-1-5 日本語適応指導講師の派遣 

2-1-6 あだち・ほっとほーむ事業 1-1-6 学校図書館支援員の配置 

2-1-7 こどもショートステイ事業 1-1-7 学習支援ボランティア事業 

2-1-8 あだち子育て応援隊事業 1-1-8 教員の授業力向上事業 

2-1-9 児童虐待防止啓発事業 1-1-9 自然教室事業 

2-1-10 児童虐待緊急対応事業 1-1-10 大学連携による体験事業 

2-1-11 要保護児童対策地域協議会の開催 1-2-1 教育相談事業 

2-1-12 あだちはじめてえほん   1-2-2 スクールカウンセラー派遣事業 

2-1-13 子育てサロン   1-2-3 スクールソーシャルワーカー活用事業 

2-1-14 幼稚園、保育園への就園奨励事業 1-2-4 登校サポーター派遣事業 

2-1-15 入院助産費給付事業   1-2-5 適応指導教室（チャレンジ学級） 

2-1-16 保育施設整備事業 1-2-6 
小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 
中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 
 

2-2-1 歯科健診の強化 

2-2-2 歯科保健活動事業 

  2-2-3 5歳児プログラム 1-2-7 
小学校特別支援学級児童就学奨励事業 
中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 

  2-2-4 
幼保小連携による
交流活動 

1-2-8 育英資金貸付事業 

  2-2-5 
運動遊びによる体
力づくり 

1-2-9 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業

2-2-6 生活リズム定着を推進するための事業「早寝・早起き・朝ごはん」 1-2-10 その他の奨学金制度の周知 

2-2-7 食育の推進事業 

2-2-8 そだちチューター 1-2-11 学習環境整備支援（塾代支援） 

2-2-9 あしすと心理士等による巡回指導・発達相談 1-3-1 居場所を兼ねた学習支援 

2-2-10 発達支援委員会による判定 1-3-2 区施設等を利用した子どもの居場所づくり 

    1-3-3 
子どもの学習支援や居場所づくりに取り 
組むＮＰＯ・ボランティア団体等の支援 

    1-3-4 地域で活動する団体の学習支援の場の紹介 

    1-3-5 学童保育室運営事業 

    1-3-6 児童館運営事業 

    1-3-7 放課後子ども教室推進事業 

    1-4-1 キャリア教育推進事業 
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高校・大学 就労 子育て 

1-3-2 
区施設等を利用した子どもの 
居場所づくり 

2-3-1 
あだち若者サポートステ
ーション 

2-4-1 ひとり親家庭に対する就業支援 

1-4-2 高校生キャリア教育 2-3-2 セーフティネットあだち 2-4-2 ひとり親家庭に対する交流支援 

1-4-3 高校中途退学予防 2-3-3 
マンスリー就職面接会・事 
前セミナー事業 

2-4-3 ひとり親家庭に対する相談事業 

1-4-4 学校運営連絡協議会への参加 2-3-4 
発達障がい青年期・成人期 
支援（区内大学との連携） 

2-4-4 
メール配信「ひとり親家庭
向けの情報」 

1-4-5 高校教諭向け区内企業見学会 2-3-5 

発達障がい青年期・成人期 
支援（就労や日中活動系サ
ービスにつながらない青
年期支援） 

2-4-5 各種給付制度 

1-4-6 
高校生向け合同企業説明会・合
同企業面接会 

  2-4-6 生活保護費給付事業 

1-4-7 
高校中途退学者・卒業後進路未
決定者向け支援案内の配布 

  2-4-7 各種貸付制度 

2-3-1 
あだち若者サポートステーシ 
ョン 

  2-4-8 各種医療助成制度 

2-3-2 セーフティネットあだち   2-4-9 母子生活支援施設の運営 

2-3-3 
マンスリー就職面接会・事前 
セミナー事業 

  2-4-10 
発達障がい児・者のペアレ
ントメンター育成支援 

2-3-4 
発達障がい青年期・成人期支援 
（区内大学との連携） 

    

2-3-5 
発達障がい青年期・成人期支援 
（就労や日中活動系サービス
につながらない青年期支援） 

    

 
＊「柱立て３ 推進体制の構築」は、各ライフステージにわたる事項のため、本表には記載してい

ない。 
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５ 子どもの貧困対策 その他の関連事業 
 
NO 事 務 事 業 部 NO 事 務 事 業 部 

1 
生活安全推進事業（ビューティフル・ウィン
ドウズ運動）【1-1学力・体験支援】 

総
務
部 

21 
栄養指導推進事業【2-1親子に対する養育支援、
2-2幼児に対する発育支援】 

衛
生
部 

2 
協働パートナー基金積立金【3-2NPO・ボラン
ティア団体、地域団体等の活動支援】 

地
域
の
ち
か
ら
推
進
部 

22 
歯科保健活動事業【2-1親子に対する養育支援、
2-2幼児に対する発育支援】 

3 
指定管理者管理運営事務【1-3子どもの居
場所づくり】 

23 
健康あだち２１推進事業【2-1親子に対する養
育支援、2-2幼児に対する発育支援、2-4保護者

に対する生活支援】 

4 
郷土博物館管理運営事業【1-1学力・体験
支援】 

24 
若年者の健康づくり事業【2-4保護者に対する
生活支援】 

5 
伊興遺跡公園管理運営事業【1-1学力・体
験支援】 

25 環境学習推進事業【1-1学力・体験支援】 
環
境
部 

6 
中央図書館管理事務【1-3子どもの居場所づ
くり】 

26 
拠点公園の運営管理委託事業【1-1学力・体験
支援、1-3子どもの居場所づくり】 

都
市
建
設
部 
 

7 学校図書館支援事業【1-1学力・体験支援】 27 
区営住宅管理事務【2-4保護者に対する生活支
援】 

8 
農地の維持・整備事業（農業体験）【1-1学
力・体験支援】 

産
業
経
済
部

 

28 
区営住宅改修事務【2-4保護者に対する生活支
援】 

9 
難病患者福祉手当の支給事業 
【2-4保護者に対する生活支援】 

福

祉

部 

 

29 
住宅計画策定事務（公共住宅の建替え等）
【1-3子どもの居場所づくり、2-4保護者に対する生
活支援】 

10 
心身障がい者（児）医療費等助成事業【2-2
幼児に対する発育支援、2-4保護者に対する
生活支援】 

30 
住宅施策推進事務（住まいに関する相談体
制の充実等）【2-4保護者に対する生活支援】 

11 
心身障がい者福祉手当の支給事業【2-4保
護者に対する生活支援】 

31 
学校の指導事務（指導主事による学校指導
訪問）【1-1学力・体験支援】 

学
校
教
育
部 
 

12 
在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事
業【2-4保護者に対する生活支援】 

32 学校図書充実事業【1-1学力・体験支援】 

13 
障がい者自立支援給付費支給事業【2-4保
護者に対する生活支援】 

33 小学校保健指導事業【1-2学びの環境支援】 

14 
発達障がい児（者）支援事業【2-2幼児に対
する発育支援】 

34 小学校健康管理事業【1-2学びの環境支援】 

15 
低所得者・離職者対策事業【2-4保護者に対
する生活支援】 

35 中学校保健指導事業【1-2学びの環境支援】 

16 予防接種事業【2-1親子に対する養育支援】 

衛

生

部 

 

36 中学校健康管理事業【1-2学びの環境支援】 

17 
障がい児歯科診療事業【2-2幼児に対する
発育支援】 

37 
こども未来創造館管理運営事務【1-1学力・体
験支援、1-3子どもの居場所づくり】 

子
ど
も
家
庭
部 

18 
平日夜間小児初期救急診療事業【2-1親子
に対する養育支援、2-2幼児に対する発育支

援】 
38 

子育て支援推進事業（子ども・子育て支援事業計

画の策定及び推進）【2-2幼児に対する発育支援】 

19 
育成医療事業【2-1親子に対する養育支援、
2-2幼児に対する発育支援】 39 

外国人児童、生徒保護者負担軽減事務【1-2
学びの環境支援】 

20 歯周病予防事業【2-2幼児に対する発育支援】 40 特別支援教育事業【1-1学力・体験支援】 
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１  子どもの貧困対策の推進に関する法律 

 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 
（平成二十五年六月二十六日法律第六十四号） 

 第一章 総則（第一条―第七条）  

 第二章 基本的施策（第八条―第十四条）  

 第三章 子どもの貧困対策会議（第十五条・第十六条）  

 附則  

    

第一章 総則  

 

（目的）  

第一条  この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない

よう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会

均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及

び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推

進することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経

済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない

社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。  

２  子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分

野における総合的な取組として行われなければならない。  

（国の責務）  

第三条  国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、子ども

の貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつ

つ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務）  

第五条  国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなけ

ればならない。  

（法制上の措置等）  

第六条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。  

（子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表）  

第七条  政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表

しなければならない。  

 



 資料編 

66 

 

第二章 基本的施策  

 

（子どもの貧困対策に関する大綱）  

第八条  政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大

綱（以下「大綱」という。）を定めなければならない。  

２  大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  子どもの貧困対策に関する基本的な方針  

二  子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関

する指標及び当該指標の改善に向けた施策  

三  教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧

困対策に関する事項  

四  子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項  

３  内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表

しなければならない。  

５  前二項の規定は、大綱の変更について準用する。  

６  第二項第二号の「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進

学率」の定義は、政令で定める。  

（都道府県子どもの貧困対策計画）  

第九条  都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての

計画（次項において「計画」という。）を定めるよう努めるものとする。  

２  都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。  

（教育の支援）  

第十条  国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況

にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。  

（生活の支援）  

第十一条  国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に

関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状

況にある子どもの生活に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。  

（保護者に対する就労の支援）  

第十二条  国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実

施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の

支援に関し必要な施策を講ずるものとする。  

（経済的支援）  

第十三条  国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状

況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。  

（調査研究）  

第十四条  国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、

子どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。  
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第三章 子どもの貧困対策会議 

 

 （設置及び所掌事務等）  

第十五条  内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議（以下「会議」という。）

を置く。  

２  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  大綱の案を作成すること。  

二  前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子

どもの貧困対策の実施を推進すること。  

３  文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項

各号に掲げる事項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議

に提出しなければならない。  

４  厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二

項各号に掲げる事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会

議に提出しなければならない。  

５  内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機

関の長の協力を得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以外のも

のに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。  

（組織等）  

第十六条  会議は、会長及び委員をもって組織する。  

２  会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  

３  委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。  

４  会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を

得て処理する。  

５  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

から施行する。  

（検討） 

第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。  
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・事業ラインナップ、重点施策案の作成 

・事業ごとの指標、目標、具体的手段、スケジュール等を踏まえた実施計画案の作成 

・検討部会への情報提供 

・各関係所管の総合調整 

・関係機関に対する必要な措置、協力等の要請 

検討結果の情報共有・意見調整

実施計画に関わる提案・助言 実施計画案の提示 

対策全体に関わる方向性指示 

２  子どもの貧困対策本部・検討部会体制図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・子どもの貧困対策全体に関わる検討（基本的理念や考え方、方針、目標等） 

・検討部会間の総合調整 

・区長へ実施計画の最終案への意見提示 

 

検討会議（全体会） 

足立区子どもの貧困対策本部 

（区職員のみ） 

② 教育・学び 作業部会 ① 健康・生活 作業部会 

 

担当分野における 

・事業ラインナップ、重点施策案の検討 

・事業ごとの指標、目標、具体的手段、スケジュール、成果の検証等を踏まえた 

実施計画案の検討 

・対策本部への提案、助言 

② 教育・学び 検討部会 ① 健康・生活 検討部会 
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３  招へい学識経験者プロフィール 

 

（１）子どもの貧困対策検討会議 招へい学識経験者一覧 

会 議 名 氏 名 役 職 

 
全 体 会 

宮本 みち子 放送大学 教養学部 教授／千葉大学 名誉教授 

志水 宏吉 大阪大学大学院 人間科学研究科 教授 

教育・学び部会 
市川 伸一 東京大学大学院 教育学研究科 教授 

山田 哲也 一橋大学大学院 社会学研究科 准教授 

健康・生活部会 
阿部 彩 首都大学東京 都市教養学部人文・社会系 教授 

藤原 武男 国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 部長 

 

（２）招へい学識経験者プロフィール 

●宮本 みち子氏 【放送大学教養学部 教授（放送大学副学長）/千葉大学名誉教授】 

《略歴》千葉大学教授を経て、現職。社会学博士。専門は若者の社会学、家族社会学、社会

政策。著書に、『すべての若者が生きられる未来を』（2015岩波書店）、『下層化する女性た

ち―労働と家庭からの排除と貧困』（2015勁草書房）、『若者が無縁化する』（2012ちくま新

書）、『若者が《社会的弱者》に転落する』（2002洋泉社）、他多数。労働政策審議会委員、

社会保障審議会委員などを歴任。平成 26年 4月～国／子どもの貧困対策検討会議座長を

務める。 

 

●志水 宏吉氏 【大阪大学大学院 人間科学研究科 教授】 

《略歴》大阪大学大学院人間科学研究科教授。教育学博士(東京大学教育学研究科)。 

専門は、教育社会学・学校臨床学。1991-93 英国ウォーリック大学客員研究員。 

著書に、『学力格差是正策の国際比較』(共著、2015)、『学力政策の比較社会学【国内編】』 

(2012)、『公立学校の底力』（2008)、『学力を育てる』（2005)  

 

●市川 伸一氏 【東京大学大学院 教育学研究科 教授】 

《略歴》東京大学文学部卒業。文学博士。埼玉大学助教授、東京工業大学助教授、東京大学

助教授を経て、現在、東京大学大学院教育学研究科教授、中央教育審議会教育課程部会副

部会長。日本教育心理学会理事長、日本心理学諸学会連合理事長などを歴任。専攻は、教

育心理学、認知心理学。認知理論に基づく個別学習相談（認知カウンセリング）や、授業

実践（教えて考えさせる授業）に関わっている。著書に、『考えることの科学』（中公新書）、

『勉強法が変わる本－心理学からのアドバイス－』（岩波ジュニア新書）、『学ぶ意欲の心理

学』（ＰＨＰ新書）、『学力低下論争』（ちくま新書）、『学ぶ意欲とスキルを育てる―いま求

められる学力向上策―』（小学館）、『「教えて考えさせる授業」を創る』（編著、教育出版）、

『「教えて考えさせる授業」の挑戦』（明治図書）、『勉強法の科学－心理学から学習を探る

－』など 
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●山田 哲也氏 【一橋大学大学院 社会学研究科 准教授】 

《略歴》琉球大学教育学部卒。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。同科博士課程。

宮城教育大学教育学部講師、同准教授、大阪大学大学院人間科学研究科准教授、一橋大学

大学院社会学研究科准教授。専門分野は、教育問題の社会学（特に不登校論）、教育改革

の社会学。著書に、「学力と学校を問い直す」（2014かもがわ出版）、「格差社会における

家族の生活・子育て・教育と新たな困難」（2014旬報社）、「教育格差の社会学」（2014有

斐閣）、「新版 教育社会学を学ぶ人のために」（2013世界思想社）、「ペタゴジーの社会学」

（2013学文社）、「学力政策の比較社会学『国際編』」「同『国内編』」（2012明石書店）、そ

の他多数あり。 

 

●阿部 彩氏 【首都大学東京 都市教養学部人文・社会系 教授】 

《略歴》マサチューセッツ工科大学卒。タフツ大学フレッチャー外交法律大学院修士・博

士号取得。国際連合、海外経済協力基金を経て、1999年より国立社会保障・人口問題研

究所に勤務。2015年より現職。専門は、貧困、社会的排除、社会保障、生活保護。社会

保障審議会生活保護基準部会委員（2011~）、男女共同参画会議環境・影響評価委員会（200

９~2011）など。著書に、『子どもの貧困 日本の不公平を考える』（2008岩波書店）、『弱

者の居場所がない社会』（2011講談社）、『子どもの貧困Ⅱ－解決策を考える』（2014岩波

書店）、『生活保護の経済分析』（2008共著、東京大学出版会）にて日経経済図書文化賞受

賞。  

 

●藤原 武男氏 【国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部 部長】 

《略歴》2000年 東京医科歯科大学医学部卒。2004年 東京医科歯科大学大学院医歯学総

合研究科博士課程修了（医学博士）。2006年 ハーバード公衆衛生大学院修了(公衆衛生

学修士)。ブリティッシュ・コロンビア大学医学部小児科博士研究員、国立保健医療科学

院生涯保健部行動科学室長を経て現職。2011年より 三重大学大学院医学系研究科連携

教授（成育社会医学分野）兼任。専門は疫学、子ども虐待、ソーシャルキャピタル。日

本公衆衛生学会、日本小児科学会、日本子ども虐待防止学会、国際子ども虐待防止学会

所属。著書に、「子どもをとりまく環境と食生活」（共著）、「ソーシャル・キャピタルと

健康政策」（共著）、「社会と健康」（共著）など。 

 

 

 

 



資料編 

 

71 

 

４ 子どもの貧困対策本部・検討会議 スケジュール 

 

《平成２６年度》 

平成 26年 8月 25日 足立区子どもの貧困対策本部設置 

平成 26年 9月 8日 第１回足立区子どもの貧困対策本部 

平成 26年 10月 8日 第２回足立区子どもの貧困対策本部 

平成26年10月24日 第３回足立区子どもの貧困対策本部 

平成26年11月21日 第４回足立区子どもの貧困対策本部 

平成 27年 2月 2日 シンポジウム「子どもの貧困にどう向き合うか」 

 

 

《平成２７年度》 

平成 27年 4月 22日 第1回足立区子どもの貧困対策本部 

平成 27年 4月 30日 第1回足立区子どもの貧困対策検討会議 全体会 

平成 27年 5月 15日 第1回足立区子どもの貧困対策本部 教育・学び作業部会 

平成 27年 5月 15日 第1回足立区子どもの貧困対策本部 健康・生活作業部会 

平成 27年 5月 27日 第1回足立区子どもの貧困対策検討会議 健康・生活部会 

平成 27年 5月 29日 第1回足立区子どもの貧困対策検討会議 教育・学び部会 

平成 27年 6月 15日 第2回足立区子どもの貧困対策本部 教育・学び作業部会 

平成 27年 6月 15日 第2回足立区子どもの貧困対策本部 健康・生活作業部会 

平成 27年 7月 1日 第2回足立区子どもの貧困対策検討会議 健康・生活部会 

平成 27年 7月 2日 第2回足立区子どもの貧困対策検討会議 教育・学び部会 

平成 27年 7月 7日 第2回足立区子どもの貧困対策本部  

平成 27年 7月 10日 第2回足立区子どもの貧困対策検討会議 全体会 

平成 27年 7月 15日 第3回足立区子どもの貧困対策本部 健康・生活作業部会 

平成 27年 7月 16日 第3回足立区子どもの貧困対策本部 教育・学び作業部会 

平成 27年 7月 24日 第3回足立区子どもの貧困対策検討会議 教育・学び部会 

平成 27年 7月 24日 第3回足立区子どもの貧困対策検討会議 健康・生活部会 

平成 27年 8月 20日 第4回足立区子どもの貧困対策本部 教育・学び作業部会 

平成 27年 8月 21日 第4回足立区子どもの貧困対策本部 健康・生活作業部会 

平成 27年 8月 28日 第4回足立区子どもの貧困対策検討会議 健康・生活部会 

平成 27年 8月 31日 第4回足立区子どもの貧困対策検討会議 教育・学び部会 

平成 27年 9月 11日 第3回足立区子どもの貧困対策検討会議 全体会 

平成 27年 9月 30日 第3回足立区子どもの貧困対策本部 
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